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ごあいさつ  

近畿手をつなぐ育成会連絡協議会 

会長　松井　美弥子 

　第46回近畿知的障害者福祉大会を開催しましたところ、近畿各地より多数の皆様にご参加

頂きまして、盛大に開催することができましたことに心より御礼申し上げます。 

　奈良県での開催に当たりまして、奈良県育成会の皆様はじめ、関係各位の皆様には、大変

お世話になりましてありがとうございます。 

　さて、障害者自立支援法は、昨年10月より、完全実施されましたが、定率負担の発生は、

予想以上に知的障害者の地域生活に影響を及ぼしました。その対応としては、年末の12月に、

21年度の見直しまでの避難的措置として「激変緩和政策」が打ち出されました。 

　介護保険との統合を視野にいれた法律の施行のはずが、統合も暗礁に乗り上げているよう

です。障害程度認定項目と認定のあり方にも問題があり、検討していただいた筈なのに、そ

の後、明確な報告も無い状況です。 

　育成会としては、平成21年度の見直しに向けて、実態調査と意見集約を行い、生活が成り

立つ、障害者自立支援法になるように、しっかり要望活動をしていかなければならないと考

えています。 

 19年度より特別支援教育がスタートしました。「ニーズに応じた教育」が求められ質的変

化が求められました。また「個別の支援計画」の作成をすることにより、子どもたちの生涯

を見通した計画には教育、福祉、労働、医療の連携が一層求められます。個人のニーズにあっ

た教育と支援が、受けられる育成会を目指しています。そして豊かに生きる力が養われるこ

とを期待したいと思います。 

　また、権利擁護の観点からも、成年後見制度の活用についても、各県市育成会で検討いた

だき、親亡き後も、かれらの目線で、生活支援が可能な、地域生活支援体制の構築を目指し

て参りましょう。 

　本日の研修が、実り多いものと成り、盛会に終えることを期待いたしまして、挨拶とさせ

ていただきます。 
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ごあいさつ  

近畿みんなで集まる会 

会長　有岡　みゆき 

　このたびはおいそがしい中おいでいただき、誠に有難うございます。 

　私は去年から近畿みんなで集まる会の会長をさせて貰ってます。まだあまり仕事

とか分かりませんが、今後とも宜しくお願いいたします。 

　今回は近畿の仲間達が発表会をする事になりました。みんな頑張って下さい。 

　近畿みんなで集まる会にはいって下さい。 
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第46回近畿知的障害者福祉大会によせて 

社会福祉法人　全日本手をつなぐ育成会 

理事長　副島　宏克 

　第46回近畿知的障害者福祉大会開催おめでとうございます。 

　育成会運動は、昭和27年7月に東京の3人の母親によって始められました。 

　それが全国に広がり、近畿でも立ち上がり46年目。大変なご苦労を重ねられながらこれま

で運動を継続してこられた努力は、並大抵のものではなかったろうと思います。 

　これまでのご苦労とご努力に対し、心から感謝と敬意を表します。 

　「知的障害のある人とその家族の幸せ」を願うこの育成会運動は、「障害のある人たちの

人権を回復して、地域の中で安心して暮らせる社会を作ること」です。 

　この主柱のもとに進んできた運動も、今、大きな節目にぶつかっています。 

　それは、国の経済成長のもと、障害のある人たちの生活環境が大きく変わったことによる

ものです。医学も進み、生活環境もよくなったことで、障害のあるなしにかかわらず長寿社

会を迎えるようになり、制度そのものが合わなくなってきました。 

　また、家族・隣人で支えあった時代から、個を大切にする時代へ変わってきました。 

　福祉の流れも、施設福祉から地域福祉へ移行が進んでいます。 

　この大きな変革の中、障害のある人の人生を考えてみると、「福祉」－「医療」－「教育」 

－「雇用」と、誰でもが保障されている権利を一つずつ獲得してきたように思います。 

　このことはまさに、育成会運動の成果であります。しかし、人権擁護という言葉で代弁さ

れる通り、人権侵害は後を絶ちません。これは、人の心の奥底に「障害者差別の意識」が残っ

ているからだと思います。 

　また、これからの育成会運動を支える次の世代を担う若い人たちの育成会離れも気になり

ます。 

　今、育成会運動を考えた時、原点に戻る事、すなわち障害のある子の「子育て支援」、「家

族支援」、さらには「本人の力をどう育てるか」という基本的な取り組みを見直さなければ

ならないのではないかと思っています。 
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　これまでは親が考えてきました。これからは本人を中心に、本人と一緒に考えるのです。 

そこの視点に立ち、人生全般を考えてみることが必要ではないでしょうか？ 

　手をつなぐ育成会近畿地区の皆様の取り組みが、これらを乗り越えられ、次の目標のため

一致団結してさらなる運動の成果を上げられることを期待しております。 

かんが かんが ほんにん ちゅうしん ほんにん いっしょ おや 

かんが し てん た ひつよう じんせい ぜんぱん 

て と く の こ つぎ もくひょう いくせいかい きん き ち　く みなさま 

いっち だんけつ うんどう せい か あ き たい 
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ごあいさつ 

社団法人　奈良県手をつなぐ育成会 

理事長　小西　藤司 

　第46回近畿知的障害者福祉大会をこの奈良の地で盛大に開催できますことを心よりうれし

く存じます。 

　近畿各地よりご来賓の皆様、福祉関係者、育成会員の皆様には、早朝からご参加いただき

厚くお礼申し上げます。 

　今大会は障害者自立支援法が実施され、まもなく一年を迎えます。この法で謳われている

「地域福祉」や「就労支援」の理念が実を結ぶために、近畿各府県・市育成会で、今日まで

苦労したり悩んだりしていることを互いに提案して、この大会で得た成果を近畿ブロックか

ら、“これがいいのよ！障害者自立支援法”を全国の育成会の仲間に発信できたらとの思い

で《 障害者自立支援法の充実は私たちの手で！ 》を基本テーマといたしました。 

　主題テーマ『学ぶ』・『働く』・『生きる』・『暮らす』・『楽しむ』を支える！の5つ

のキーワードは、誰もが人間としての自己実現するための大切な課題です。午前は主題をど

うとらえ、どのように実践しているか、各テーマに沿った具体的な発表を、午後からは、「知

的な障害のある人たちの権利を守る」とはどのようにしなければならないか疑似体験をしな

がら楽しい、肩の凝らない参加型を計画しました。 

　同時進行しています本人大会はQOLの一つとして大切な『楽しむ』を主題に　smile！smile！

smile！を合言葉に本人大会の盧では‘みんなで考えよう・みんなで楽しもう’、盪では‘み

んなでつくろう・みんなであそぼう’を発表してくれます。 

　この本人大会が年々充実し、大きく成長していることは、うれしいことですが、常にサポー

トして頂いている皆様に感謝とお礼を申し上げます。 

　おわりに、奈良は今から1300年前に、福祉の原点となるような素晴らしい福祉の理念が実

践されたところであります。この大会が新しい価値観をもった福祉理念になるような成果を

期待して挨拶といたします。 
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ご　祝　辞  

 

奈良県知事　荒井　正吾 

 「第46回近畿知的障害者福祉大会」が盛大に開催されますことを、お慶び申し上げますと

ともに、近畿各地からご来県いただいた皆様方を、心から歓迎いたします。 

　皆様方には、平素より知的障害者の自立と社会参加の促進のため、それぞれの地域でご尽

力いただいておりますことに対し、深く謝意と敬意を表する次第です。 

　今回開催されます近畿知的障害者福祉大会は、近畿各地の皆様方が一堂に集い、「障害者

自立支援法の充実は私たちの手で」をテーマに、様々な課題についての意見交換が行われる

とともに、関係者相互の交流が図られ、さらに、障害者本人大会も開催されますことを、誠

に意義深く存じます。 

　さて、昨年度障害者自立支援法が施行されました。これにより福祉サービスの体系が、個々

の障害の程度などをふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、障害のあ

る人がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、住民に最も身近な市町村を中心として実施される「地域生活支援事業」に大別され、そ

れに基づく各種施策が実施されているところです。 

　また県においても、今年3月にこの障害者自立支援法の具体的な実施計画である「奈良県

障害福祉計画～ともに支えあう～」を策定し、障害のある人もない人も「地域で安心して暮

らす」という基本理念のもと、地域生活移行支援、就労移行支援の数値目標や、障害福祉サー

ビスの基盤整備、人材育成の方向性などを定め、既に策定済みの「奈良県障害者長期計画2005」

と一体的、総合的かつ効果的に取り組みを進めてまいりますので、皆様方のより一層のご理

解・ご協力をお願い申し上げます。 

　最後に、本大会の開催に当たり、ご尽力いただいた方々に深く敬意を表しますとともに、

参加者皆様方のご健勝・ご活躍を祈念申し上げて、お祝いの言葉といたします。 
さん か しゃ みなさまがた けんしょう かつやく き ねん もう いわ こと ば あ 

さい ご ほんたいかい かいさい じんりょく かたがた けい い あらわ ふか あ 

かい きょうりょく ねが もう あ 

いったいてき そうごうてき こう か てき と く すすめ みなさまがた いっそう り 

き ばん せい び じんざいいくせい ほうこうせい さだ すで さくてい ず な ら しょう けん がいしゃ ちょう き けいかく 

りょく たい ふか しゃ い けい い ひょう し だい 

し えん ほう じゅうじつ わたし て さまざま か だい い けん こうかん おこな じ りつ 

ふか ぞん い　ぎ 

じ りつ にちじょう しゃかい せいかつ せいかつ いとな また ゆう のうりょく おう てきせい ひと 

ち いき し えん じ ぎょう たいべつ せいかつ じゅうみん もっと み ぢか し ちょうそん ちゅうしん じっ し 

じっ し もと かくしゅ し さく 

あら  い  ち　じ な　ら　けん しょう　ご 

しゅく じ  

じっ し けいかく な　ら けん ぐ たいてき がつ けん こ とし し えん ほう じ りつ しょうがいしゃ 

てい ど こ べつ し きゅう けってい おこな しょうがい しょうがい しょうがい ふく し 

ち いき し えん し えん すう ち もくひょう しゅうろう せいかつ い こう い こう り ねん き ほん しょうがい ふく し 

ち いき あんしん く ひと ひと しょうがい しょうがい ふく し けいかく ささ さくてい 

し えん ほう じ りつ さくねん ど しょうがいしゃ し こう ふく し たいけい こ　こ 

たいかい かいさい しょうがいしゃ かんけいしゃ そう ご こうりゅう はか ほんにん まこと 

みなさまがた じ りつ しゃかい さん か そくしん ち いき じん へい そ しょうがいしゃ ち てき 

せいだい よろこ もう あ だい かい たいかい かいさい ふく し しょうがいしゃ ち てき きん き 

みなさまがた いちどう つど こんかい かいさい しょうがいしゃ きん き かく ち たいかい ふく し しょうがいしゃ ち てき きん き 

こころ かんげい みなさまがた らいけん かく ち きん き 
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ご　祝　辞 

 

奈良県議会議長　辻本　黎士 

　ここに、近畿各地から多数の方々をお迎えして、第46回近畿知的障害者福祉大会が盛大に

開催されますことを、衷心よりお祝い申し上げ、皆様のご来県を心から歓迎申し上げます。 

　皆様方には、平素から、近畿のそれぞれの地におきまして障害者福祉の向上のためにご尽

力いただいておりますことに深く敬意を表します。 

　さて、障害のある人もない人も、互いに助け合いながら等しく生活をし、平等に社会参加

ができる社会を実現することは、みんなの願いであります。 

　こうした中、我が国におきましては、「国際障害者年」等を契機として、少しずつではあ

りますが社会環境が整備され、障害者の社会参加も増えてまいりました。また、障害者が、

障害の種別や年齢に関わりなく住み慣れた身近な地域できめ細かなサービスを受けられるよ

う、各地方自治体において、住民の多様なニーズに応じた福祉サービスが提供されていると

ころであります。 

　今後も、障害者がそれぞれの地域で、地域の一員として主体性をもって自立した生活がで

きるよう、生活基盤や就労環境の整備等支援施策を充実し、すべての人が「ともに生きる」

社会の実現を目指さねばなりません。 

　奈良県議会といたしましても、障害者にとって厳しい社会環境にある今、障害者が自らの

能力を最大限に発揮し、自分らしく生きていけるよう、一層の努力をしてまいる所存であり

ます。 

　知的障害者を支えられる皆様がこうして一堂に会され、「学ぶ」・「働く」・「生きる」・

「暮らす」・「楽しむ」をテーマに、障害者福祉の充実と障害者の社会参加促進に向けた協

議をされますことは誠に意義深く、大会の成功を心からお祈り申し上げます。 

　終わりに、近畿手をつなぐ育成会連絡協議会をはじめ関係団体のますますのご発展と、ご

参加の皆様方のご健勝を祈念いたしまして、お祝いの言葉といたします。 

ふか りょく けい い ひょう 

しょうがい ひと ひと たが たす ひと せいかつ びょうどう しゃかいさん か あ 

しゃかい じつげん ねが 

なか わ くに こくさい しょうがいしゃ ねん など けい き すこ 

しゃかいさん か しょうがいしゃ しょうがいしゃ しゃかい せい び ふ かんきょう 

しゅべつ ねんれい かか す な み ぢか ち いき こま う しょうがい 

かく ち ほう じ  ち たい じゅうみん た よう おう ふく し ていきょう 

ち いき ち いき しょうがいしゃ こん ご いちいん しゅたいせい じ りつ せいかつ 

せいかつ き ばん しゅうろうかんきょう せい び とう じゅうじつ ひと い し えん せ さく 

しゃかい じつげん め  ざ 

しょうがいしゃ しょうがいしゃ きび しゃかいかんきょう いま みずか な　ら けん ぎ かい 

のうりょく さいだいげん はっ き じ ぶん い いっそう ど りょく しょぞん 

かいさい ちゅうしん いわ もう あ みなさま らいけん かんげい もう あ こころ 

きん き みなさまがた へい そ ち こうじょう じん しょうがいしゃ ふく し 

きん き かく ち た すう かたがた むか だい かい きん き ち てき しょうがいしゃ ふく し たいかい せいだい 

な　ら けん ぎ かい ぎ ちょう つじ もと あけ　お 

ち てき ささ しょうがいしゃ みなさま いちどう かい まな はたら い 

しょうがいしゃ しょうがいしゃ しゃかいさん か そくしん む きょう ふく し じゅうじつ く たの 

ぎ まこと い  ぎ ぶか たいかい せいこう こころ いの もう あ 

きん き かんけいだんたい はってん お て いくせいかいれんらく きょう ぎ かい 

さん か みなさまがた けんしょう き ねん いわ こと ば 

しゅく じ 
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ご　祝　辞 

 

奈良市長　藤原　昭 

　第46回近畿知的障害者福祉大会が『障害者自立支援法の充実は私たちの手で！』を基本テー

マとし、盛大に開催されますことを心からお喜び申しあげますとともに、各地からお越しの

皆様方を、奈良市民を代表して心から歓迎申しあげます。 

　障害者自立支援法が施行され1年以上が過ぎ、障がい児・者の方々の支援体制が応能負担

から応益負担になるなど障害者福祉行政は大きく変革いたしました。 

　こうした中で、今回の大会が、～『学ぶ』・『働く』・『生きる』・『暮らす』・『楽し

む』を支える～を大会主題とし開催され、特に生活の質の一つとしての『楽しむ』ことの大

切さや、様々な問題を「みんなで考えよう」として企画されましたことは、参加されました

方々にとって非常に意義があると期待するものでございます。 

　また大会を通じ、近畿ブロックでの情報の共有を図り、交流を一層深められますことは誠

に意義深く、皆様方のご熱意とご努力に深く敬意を表す次第であります。 

　今年、奈良市におきましては、「奈良市障がい者福祉基本計画」を策定し、「ノーマライ

ゼーション　すべての人がすべての条件に関わりなく、その人らしく生活できる社会」「リ

ハビリテーション　人間らしく生きる権利の回復」の2つの理念を基本に据え、やさしさと

ふれあいのあるまちづくりを目指しています。さらにこの計画には、新たに制定された障害

者自立支援法に添った障害福祉計画の内容も含まれ、「人格と個性を尊重し、安心して暮ら

すことができる地域社会の実現」を理念に据えて、地域の実情に応じた障害福祉サービスの

具体的な数値目標を設定しました。今後は、皆様方のご協力を頂きながら、きめ細かな心の

こもった福祉施策の推進に努めたいと考えております。 

　この大会を通じ、社会全体がそれぞれの個性を認め合い、みんなが助け合って生きていく

温かい心を持ち、みんなで生きていくことを『楽しむ』ことができる社会になることを信じ

ています。 

あたた こころ も い たの しゃかい しん 

たいかい つう しゃかいぜんたい こ せい みと あ あ い たす 

ふく し し さく すいしん つと かんが 

ぐ たいてき すう ち もくひょう せってい こん ご みなさまがた きょうりょく いただ こま こころ 

め　ざ けいかく あら せいてい しょうがい 

けいかく ないよう ふく じんかく こ せい そんちょう あんしん ふく し そ しょうがい しゃ じ りつ し えんほう く 

にんげん い けん り かいふく  り ねん  き ほん  す 

ひと じょうけん かか ひと せいかつ しゃかい 

こ とし な　ら　し な　ら　し しょう しゃ ふく し き ほん けいかく さくてい 

い　ぎ ふか みなさまがた ねつ い ど りょく ふか けい い あらわ し だい 

たいかい つう きん き じょうほう きょうゆう はか いっそう ふか まこと こうりゅう 

ひじょう い　ぎ き たい 

もんだい せつ かんが き かく さん か 

かたがた 

たいかい しゅだい かいさい とく せいかつ しつ ひと たの たい 

さまざま 

なか こんかい たいかい まな はたら く い たの 

ささ 

おうえき ふ たん しょうがいしゃ ふく し ぎょうせい へんかく おお 

しょうがいしゃ じ りつ し えんほう し こう ねん い じょう す じ しゃ かたがた し えん たいせい おうのう ふ たん しょう 

な　ら し みん だいひょう みなさまがた こころ かんげい もう 

せいだい かいさい こころ よろこ もう かく ち こ 

だい きん き ち てき しょうがいしゃ ふく し たいかい しょうがいしゃ じ りつ し えんほう じゅうじつ わたし き ほん て かい 

し ちょう な　ら ふ じ わら  あきら 

しゅく じ 

ち いき しゃかい じつげん り ねん す ち いき じつじょう おう しょうがい ふく し 
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　最後になりましたが、本大会が大きな成功を収めますよう、また、「近畿手をつなぐ育成

会連絡協議会」のますますの発展と、皆様方のご健勝、ご活躍をお祈り申しあげまして、お

祝いの言葉といたします。 

　平成19年9月9日 

さい ご ほんたいかい おお せいこう おさ きん き て いくせい 

いわ こと ば 

かいれんらく きょう ぎ かい はってん みなさまがた けんしょう かつやく いの もう 

へいせい ねん がつ か 
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お祝いの言葉 

 

奈良市議会議長　峠　宏明 

　第46回近畿知的障害者福祉大会並びに第37回奈良県手をつなぐ育成会研究大会奈

良市大会が、古都奈良の地で盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。 

　さて、社会状況は激しく変化し、福祉におきましても、いわゆる支援費制度から

障害者自立支援法への移行、また医療制度の改革が進められるなど、現在、新しい

福祉制度の構築に向けての大きな転換期を迎えております。 

　また、地方分権が発展し、いわゆる三位一体の変革により地方交付税総額が縮小

され、所得税の一部が住民税に移譲されましたが、国から地方への税源移譲は十分

でなく、各地方自治体の財政状況も厳しさを増しております。 

　このような中、行政は障がい者の方々やそのご家族が真に幸せを感じ、地域の中

で日々生き生きと希望を持って生活していただけるよう、効率的で効果的に施策を

展開することが求められているところでございます。 

　奈良市議会といたしましても、誰もが幸せに暮らせる福祉社会の実現を目指して、

皆様とともに歩んでまいりたいと存じます。 

　結びに、近畿手をつなぐ育成会連絡協議会並びに社団法人奈良県手をつなぐ育成

会の更なるご発展と、本大会にご参加いただいた皆様方のご健勝、ご活躍を祈念申

し上げまして、お祝いの言葉といたします。 

こ　と な　ら ち せいだい かいさい こころ いわ もう あ 

ち たい ざいせい きび ま じょうきょう 

なか しょう しゃ かたがた か ぞく しん しあわ かん ち いき なか 

ひ び い 

ぎょうせい 

い き ぼう も せいかつ こうりつてき こう か てき し さく 

てんかい もと 

あゆ ぞん 

むす きん き て いくせいかい れんらく かいなら しゃだんほうじん な　ら けん て いくせい 

さら 

きょう ぎ 

ほんたいかい さん か みなさまがた かつやく き ねん もう 

あ 

けんしょう はってん かい 

いわ こと ば 

な　ら し ぎ かい だれ しあわ く ふく し しゃかい じつげん め　ざ 

みなさま 

い じょう くに ち ほう ぜいげん い じょう 

かく ち ほう じ 

じゅうぶん いち ぶ とくぜい じゅうみんぜい 

りつ し えんほう い こう い りょう せい ど かいかく すす げんざい あたら 

ふく し せい ど こうちく おお てんかん き む むか 

ち ほうぶんけん はってん さん み いったい へんかく ち ほう こう ふ ぜい そうがく しゅくしょう 

しょ 

しゃかい はげ へん か ふく し し えん ひ せい ど 

しょうがいしゃ じ 

じょうきょう 

ぎ ちょう な　ら し　ぎ  かい とうげ ひろあき  

だい かい きん き ち てき ふく  し たいかい なら だい かい けん て いくせいかいけんきゅうたいかい な 

ら　し  たいかい 

な　ら しょうがいしゃ 

いわ こと　ば  
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近畿知的障害者福祉大会に寄せて 

奈良県市長会　　 

会長　上田　清 

　第46回近畿知的障害者福祉大会が、ここ古都奈良の地で多数の参加者を得て盛大

に開催されますことを心からお慶び申し上げ、近畿各地域から参加されました皆様

方に対し心から歓迎申し上げます。 

　さて、昨年度においては、障害者自立支援法の始まりの年であり、皆様におかれ

ましては、変革の一年であったと思われます。自立支援給付のように障害者の自立

支援を目的に全国で一律で共通に提供するサービス、また、地域生活支援事業は地

域の実情にあわせ、障害者の地域における生活を支えるさまざまなサービスがあり

ます。これらの支援法を活かし、充実させるため近畿育成会の会員の皆様方が一堂

に会され、情報を共有し、連絡機能の充実をはかることの必要性は誠に意義深いこ

とと存じます。 

　私ども市長会といたしましても、障害のある方々が地域社会において、自立し、

安心して生活できるまちづくりをすすめて参りますので、皆様方の一層のお力添え

を賜りますようお願い申し上げます。 

　おわりに、本大会の開催にあたり、ご尽力いただきました関係者の方々に感謝を

申し上げますとともに、参加されました皆様方のご健勝とご多幸を心から祈念いた

しまして歓迎のご挨拶といたします。 

げいもう あ がた 

さくねん ど しょうがいしゃ じ りつ し えんほう はじ とし みなさま 

しょうがいしゃ じ りつ し えん じ りつ 

し えん もくてき ぜんこく 

きゅう ふ へんかく いちねん おも 

いちりつ きょうつう ていきょう せいかつ し えん じ ぎょう ち 

じつじょう いき しょうがいしゃ 

ち いき 

ち いき せいかつ ささ 

し えんほう い じゅうじつ きん き 

じゅうじつ 

いくせいかい かいいん みなさまがた いちどう 

かい じょうほう きょうゆう れんらく き のう 

ぞん 

ひつようせい まこと い ぎ ぶか 

ほんたいかい かいさい じんりょく かんけいしゃ かたがた かんしゃ 

もう あ さん か みなさまがた けんしょう た こう こころ き ねん 

かんげい あいさつ 

ねが もう あ 

せいかつ まい みなさまがた いっそう ちからぞ 

たまわ 

わたし し ちょうかい しょうがい かたがた ち いき しゃかい じ りつ 

あんしん 

こころ よろこ もう あ きん き かく ち いき さん か みなさま 

たい こころ かん 

だい かい きん き ち てき ふく し たいかい こ　と な　ら ち た すう さん か しゃ え せいだい 

かいさい 

しょうがいしゃ 

かいちょう うえ  だ きよし 

な　ら  けん し ちょう かい 

きん　き ち　てき しょう がい  しゃ ふく　し たい かい よ 
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ご　挨　拶 

奈良県町村会　　　 

会長　岡井　康徳 

　第46回近畿知的障害者福祉大会（奈良大会）が、日本人の心のふる里、古都奈良で開催さ

れるにあたり、奈良県内町村長を代表いたしまして一言ごあいさつを申し上げます。 

　さわやかな季節を迎え、奈良公園の樹々も日増しに秋の気配を感じる頃になりました。本

日、近畿から各地お越しの皆様方を多数お迎えし、本大会が盛大に開催されますことを心か

ら歓迎申し上げます。 

　皆様には、常日頃から福祉の向上と社会参加にたゆみないご努力を重ねられまして、障害

を克服し、社会の各分野でご活躍しておられますことに対し、深く敬意を表す次第でありま

す。 

　さて、現下の行政を取り巻く環境は、過疎化、少子高齢化の進行に加え、地域経済も景気

回復を実感できるまでに至らない極めて厳しい状況にあり、都市と地方との地域間格差もま

た急速に拡大しております。 

　昨年10月、障害者自立支援法に基づき、新たな施設・事業系への移行など福祉サービスが

実施されたところであります。しかしながら、急激な制度変化は、障害者の自己負担の問題、

障害者施設の経営問題、また、それぞれ市町村独自による福祉施策に差が生じる等、障害者

福祉の現場は不安定なことも事実です。 

　こうした中、近畿の知的障害者ご本人とご家族をはじめ知的障害福祉関係団体の皆様方に

おかれましては、この大会を通じて、「－障害者自立支援の充実は私たちの手で－」をテー

マに、皆様が地域で生活する上での諸問題について、積極的に討論、研究され、連携をより

深められますことは、誠に意義深いものと存じ上げます。 

　私ども、行政を担当する者と致しましても、各般にわたり福祉施策を推進しているところ

でありますが、国・県・市町村・福祉関係団体等がそれぞれの立場で役割を分担し、将来を

展望した福祉施策の推進をはかることが大事であると考えます。 

みなさま ち いき せいかつ うえ しょもんだい せっきょくてき とうろん けんきゅう れんけい 

ふか まこと い ぎ ぶか ぞん あ 

たいかい つう じ りつ  し えん じゅうじつ わたし て しょうがいしゃ 

なか きん き ち てき ほんにん か ぞく ち てき ふく し かんけいだんたい みなさまがた しょうがい しょうがいしゃ 

げん か ぎょうせい と ま そ か しょう し こうれい か しんこう くわ ち いきけいざい けい き か かんきょう 

かいふく じっかん いた きわ きび じょうきょう と　し ち ほう ち いきかん かく さ 

さくねん がつ しょうがいしゃ じ りつ し えんほう もと あら し せつ じぎょうけい い こう ふく し 

きゅうげき せい ど へん か しょうがいしゃ じ こ ふ たん もんだい じっ し 

しょうがいしゃ し せつ けいえいもんだい し ちょう そん どく じ ふく し し さく さ しょう など しょうがいしゃ 

きゅうそく かくだい 

みなさま つね ひ ごろ ふく し こうじょう しゃかいさん か ど りょく かさ しょうがい 

こくふく しゃかい かくぶん や かつやく たい ふか けい い あらわ し だい 

かんげいもう あ 

じつ きん き かく ち こ みなさまがた た すう むか ほんたいかい せいだい かいさい こころ 

き せつ むか な　ら こうえん き　ぎ ひ ま あき け はい かん ころ ほん 

だい かい きん き ち てき しょうがいしゃ ふく し たいかい な　ら たいかい に ほんじん こころ さと こ　と な　ら かいさい 

な　ら けんない だいひょう ひとこと もう あ ちょうそんちょう 

おか  い  かいちょう やす  のり 

な　ら けんちょうそんかい 

あい さつ 

ふく し げん ば ふ あんてい じ じつ 

わたし ぎょうせい たんとう もの いた かくはん ふく し し さく すいしん 

てんぼう ふく し し さく すいしん だい じ かんが 

くに けん しちょうそん ふく し たち ば やくわり ぶんたん しょうらい かんけいだんたいとう 
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　近畿各地からご参加下さいました皆様の交流を一層深められ、友情と希望の和を更に広げ

られ、大会の良き思い出となりますよう念願いたします。 

　終わりに、本大会が所期の目的を達成され、皆様方の今後益々のご活躍とご多幸を祈念申

し上げ、ごあいさつといたします。 

 

平成19年9月 

きん き かく ち さん か くだ みなさま こうりゅう いっそうふか ゆうじょう き ぼう わ さら ひろ 

たいかい よ おも で ねんがん 

へいせい ねん がつ 

お ほんたいかい しょ  き もくてき たっせい みなさまがた こん ご ますます かつやく た こう き ねん もう 

あ 
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１．趣　旨：平成18年度は、障害者自立支援法の施行に伴い激震の 1年でした。そして、
平成19年度がスタートし、障害者を取り巻く環境は激変につぐ激変の状況です。 

　　　　　　国の施策においては 
　　　　　　　　－特別支援教育の開始－　　　『学ぶ』『育む』 
　　　　　　　　－障害者雇用促進法の改定－　『働く』『自立』 
　　　　　　　　－障害者自立支援法の策定－　『生きる』『暮らす』 
　　　　　　など、障害者・児の『学ぶ』『働く』『生きる』『暮らす』を支えるすべて

の支援体制が変わろうとしています。これからの福祉は障害者本人の個別支
援計画をキーワードとしている視点から、この流れに乗り遅れないよう、権
利擁護団体として育成会は《連絡・相談・調整》機能の充実をはかることを
目的とする活動推進が必至です。 

　　　　　　　組織として、国・県・市町村におけるネットワークを持つのは、知的障害
福祉関係団体としては、育成会しかありません。このサポートネットワーク
を最大限に活かし、近畿育成会の会員が情報を共有することにより、真に必
要な障害者自立支援法を、私たちの手で充実させるための福祉大会であるこ
とを願っています。 

 
２．大会主題 
　　　　　　『学ぶ』・『働く』・『生きる』・『暮らす』・『楽しむ』を支える 
 
３．基本テーマ 
　　　　　　近畿ブロック発 
　　　　　　　―　障害者自立支援法の充実は私たちの手で！ ― 
 
４．主　催：近畿手をつなぐ育成会連絡協議会 
　　　　　　近畿みんなで集まる会 
　　　　　　社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会 
　　　　　　社団法人奈良県手をつなぐ育成会 
 
５．後　援：奈良県　奈良県教育委員会　奈良県社会福祉協議会 
　　　　　　奈良市　奈良市教育委員会　奈良市社会福祉協議会　 
　　　　　　奈良県市長会　奈良県町村会　 
　　　　　　奈良県知的障害者施設協会　NPO法人奈良県精神障害者家族会連合会 
　　　　　　奈良県肢体不自由児・者父母の会連合会　奈良県重症心身障害児（者）を守る会 
 
６．参加対象 
　　　　知的な障害のある方およびその家族、関係機関・団体・施設等の職員・一般市民 
　　　　その他 
 
７．日　時：2007年 9 月 9 日（日）午前10時～午後 3時30分 
　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付 9時30分～） 
 
８．会　場：なら100年会館 

大 会 要 綱 

（順不同） 
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　　　　　　　奈良市三条宮前町 7－ 1　0742－34－0100 
 
９．時　程： 9：30－受　付　　 
　　　　　　総合司会　都築由美　　手話通訳者　木下理恵　杉田昌代　山崎真季 

　　　　　　10：00－式　典（開会宣言・主催者挨拶・来賓挨拶） 
 
　　　　　　　　　　手をつなぐ母の歌　茶木敏行　tenor solo 
 
　　　　　　10：30－近畿各府県・市育成会の現状と取組みについて 
 
　　　　　　　　　　『学　ぶ』・・・兵庫県・奈良県 
　　　　　　　　　　『働　く』・・・滋賀県・神戸市 
　　　　　　　　　　『生きる』・・・和歌山県・大阪市 
　　　　　　　　　　『暮らす』・・・大阪府・京都府 
 
　　　　　　12：00－全日本育成会よりメッセージ 
　　　　　　　　　　　　～全日本育成会から近畿育成会へ～ 
　　　　　　　　　　全日本手をつなぐ育成会　副理事長　金子　健 
 
　　　　　　12：30－昼　食 
 
　　　　　　13：20－知的な障害のある人の権利擁護を考える 
　　　　　　　　　　　～学ぶ・働く・生きる・暮らす・楽しむを支える～ 
 
　　　　　　　　　　１部　芝居仕立ての「行列のできない法律事務所」 
　　　　　　　　　　　　　辻川法律事務所　弁護士　辻川圭乃 
 
　　　　　　　　　　２部　疑似体験をしてみよう！ 
　　　　　　　　　　　　《P&A大阪による疑似体験》 
 
　　　　　　　　　　会場の皆さまが主役です。参加型疑似体験をしませんか？ 
　　　　　　　　　　被害者・加害者になる障害者の姿を寸劇風に、わかりやすく解説す

ると共に、障害者の疑似体験を通じ、我が子への接し方と親として
の権利擁護の再確認 

 
　　　　　　15：00－閉会式 
 
　　　　　　　　　　　決議文の承諾 
 
　　　　　　　　　　　次期開催地の挨拶（和歌山県） 
　　　　　　　　　　　閉会のことば 
 
　　　　　　15：30－閉　会 
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近畿手をつなぐ育成会連絡協議会 

社会福祉法人　大阪知的障害者育成会 

　〒537-0023 大阪市東成区玉津2-11-28　石川ビル2F 

 　　Tel　06-6975-3370　Fax　06-6975-3350 

財 団 法 人　兵庫県手をつなぐ育成会 

　〒651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通2－1－18　兵庫県福祉センター内 

 　　Tel　078-242-4644　Fax　078-242-4069 

社 団 法 人　京都手をつなぐ育成会 

　〒602-8143 京都府京都市上京区堀川丸太町下ル　京都社会福祉会館内 

 　　Tel　075-812-1700　Fax　075-812-1701 

社 団 法 人　滋賀県手をつなぐ育成会 

　〒520-0044 滋賀県大津市京町4－3－28　厚生会館内 

 　　Tel　077-523-3052　Fax　077-523-3052 

ＮＰＯ法人　和歌山県手をつなぐ育成会 

　〒640-8319 和歌山県和歌山市手平2－1－1　和歌山ビッグ愛7F 

 　　Tel　073-423-4801　Fax　073-423-4802 

社会福祉法人　大阪市知的障害者育成会 

　〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町12－10　大阪市立社会福祉センター内 

 　　Tel　06-6765-5621　Fax　06-6765-5623 

社 団 法 人　神戸市手をつなぐ育成会 

　〒650-0014 兵庫県神戸市長田区御蔵通4丁目205番2　育成会館1階 

 　　Tel　078-515-5242　Fax　078-515-5244 

社 団 法 人　奈良県手をつなぐ育成会 

　〒634-0061 奈良県橿原市大久保町320－11　奈良県社会福祉総合センター内 

 　　Tel　0744-29-0150　Fax　0744-29-0151

※会場及び近隣の駐車場は台数の

限りがあるため、ご来場の折には

電車バス等の公共交通機関のご利

用をお願いします。 

交通のご案内 
〈「近鉄奈良」駅下車の場合〉 

奈良交通バス「JR奈良駅」方面行き乗車。「JR奈良駅」停留所で下車。 
駅北側踏切を渡り「日航ホテル」西側左折、徒歩約5分 

〈「近鉄新大宮」駅下車の場合〉 
徒歩約12分。 

〈JR「奈良」駅下車の場合〉 
西口改札を出てすぐ。 

※駐車場（奈良市営JR奈良駅（西口）地下駐車場） 
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2007年（平成19年）度 

中央情勢報告  

社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会 

　　 はじめに 

　社会も育成会運動も、進むべき方向を模索しています。政府の各施策の「構造改革」は、

成果が現れる前に混乱と軋轢を引き起こしています。これがどのように収束し、打ち出され

た基本理念が実現されるのか、国際的な激動と連動し、乗り遅れず、先走らず、着実に進ま

ねばなりません。全日本育成会の混乱ぶりは、筆舌に尽くし難いものがありますが、育成会

運動は、知的障害のある人とその家族の期待に応え、生き残るために、現時点での中央情勢

報告を致します。 

 

 １．2007年は歴史に記憶される年 

　猪年である2007年の激動は、知的障害者とその家族の記憶に深く刻みこまれるでしょう。

国の制度改革を巡る動きは、戦後体制を大きく変貌させるものといえます。小泉内閣の「構

造改革」を継承し、発展させようとする安倍内閣は教育基本法等の重要法案を改正し、憲法

改正さえも視野に入れて、国会内外で強力な働きかけを行なっています。その評価は人によっ

てかなり異なるでしょうが、まさに歴史的な変革期であることは否定できません。 

　これらの動きを背景にしながら、障害者施策の各種「改革」は、戦後の積み重ねを大きく

揺るがしています。それが、発展のための＜胎動＞か、成果を否定する＜後退＞なのかは後

世の評価に委ねるとして、現実的な困難と混乱は、障害者とその家族は勿論、支援のための

各種サービス体系の現場においても、深く大きく広がろうとしており、それが今日の閉塞状

態を作っているといえるでしょう。突破口をどのように見いだすか、まさに、正念場を迎え

ています。 

　一方、国連の場を初めとした権利を確立する動きは、急速な高まりを見せています。今や

権利や尊厳の保持は、理念としての＜スローガン＞ではなく、現実的な＜達成目標＞になっ

て来ました。障害者権利条約は予想外の早さで採択され、千葉県における「障害のある人も 
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ない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」、成年後見制度への取り組みなど、具体的に

動きは広がっています。サービスの量の問題から、生活（人生）の質が問われる時代になっ

てきました。しかし、関係者の意識が、これに付いて行けていません。 

　育成会運動は昨年、創立55周年を迎えました。その記念事業として、映画「筆子その愛」

の制作協力等を行ない、最大の取り組みは『再生構想〈案〉』に基づく、我が身（運動・組

織）の見直しでした。それに付随して行なわれた「特別監査」によって示された内容は、衝

撃の一言あり、激震が走りました。 

 

 ２．障害者自立支援法の施行と運営上の改善 

 「社会福祉基礎構造改革」の過程として提起され、多くの議論を呼んだ障害者自立支援法

は、4月より一部、10月より完全施行となりました。その理念を高く評価し、「制度の＜持

続＞のための苦策」と受け止め、成立の推進を掲げてきた全日本育成会は、政令・省令・実

施要領等が示される中で、「運用上の改善を求める」方針を固め、主に与党に強力に働きか

けました。その結果、1200億円に上る『激変緩和策』が取られたのです。 

　しかし、あくまでも当面の対応策であり、本質的な改善策とは言い難いものがあります。

この法は、当初から「3年後の見直し」を前提としており、そのための本質的な議論と対応

が不可欠であります。特に､附則で示された就労支援策と所得保障は、3年以内に示されるこ

とが前提となっています。そのため、政府においては「自立支援推進本部」を立上げ、民間

レベルでも検討が進められていますが、明確な方式を見出し得ていません。 

　一方、介護保険制度の拡大による施策は前回の保険制度改正の際に、またもや積み残され

た課題であります。そのため厚労省は「有識者会議」を立ち上げて議論を重ねています。　

しかし、自立支援法による混乱で、3年前に比べると周りの環境は激変しました。また、「有

識者会議」での議論が、充分見えてきません。そのため全日本育成会はヒアリングに際し、

「結論を出せる状況ではない」として、会の内部での討論を重視し、態度決定を先延ししま

した。 

　厚労省は育成会の協力を得て、本人に向けてわかりやすい「解説パンフレット」を作成し

ました。その取り組みに敬意を表しながらも、解説ではなく、具体的かつ積極的な中身の展

開を期待します。重ねて強調すれば、就労支援と所得保障の策は急を要することです。 
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 ３．小規模作業所緊急支援策と将来の展望 

　地域福祉の重要な資源となった小規模作業所は、「個別給付事業を最終目標（ゴール）」

とすることにより、通所援護事業としての国の補助金は、2005年度にて終了することになり

ました。そのため全日本育成会は、具体的な「行動計画」を昨年3月の理事会で決定し、政

府の基本方針に対応することになりました。すなわち、法定内事業化へ全力を挙げるという

事であります。と同時に激変緩和策と新規事業への新たな制度の創設を求めて来ました。 

　自立支援法を評価しながらも、小規模作業所の事業を重視する3団体（育成会・日身連・

全家連）は、加盟の小規模作業所に『移行のアンケート』調査を共同で実施すると共に、与

党（自民党・障害者の小規模作業所を支援する議員連盟）に対して、「緊急要望書」を提出

し、強力な働きかけを行なって来ました。その結果、『激変緩和策』の一環として＜小規模

作業所緊急支援策＞が打ち出され、3団体と緊密な連携を取って実施する事になりました。 

　全日本育成会は、「説明文書」を作成し、『説明／相談会』を開催し、急激な動きに対応

してきました。しかし、この＜事業＞、形としては「新規事業」ですが、趣旨は、法内事業

化に至らない通所援護事業所への救済策であります。そのため、どうしても実績が前提とさ

れ、知的に関してはその幅を持たせましたが、対象から外れる作業所もあり、全面的に評価

できるものではありません。あくまでも、3年間の救済策であるため、本質的な対応が迫ら

れます。 

　国の「構造改革」の趣旨と、障害者自立支援法から判断すると、運営組織の法人化と事業

の法内化は避けられないと考えます。その方向を踏まえ、各作業所においては地方自治体と

緊密な連携を取りながら、現実的かつ適切な対応を進める必要があります。見方を変えれば、

この方向性と現状は、大躍進する千載一遇のチヤンスであり、現にそれを生かした作業所も

出てきました。 

 

 ４．作業所への最賃法の適用と労働施策の見直し 

　作業所の現状と将来展望が議論され、模索される最中に衝撃的な報道がなされました。全

日本育成会の正会員団体が運営し、社会福祉法人を設立し、移行したばかりの作業所に、最

低賃金法違反の嫌疑がかかり、労働基準監督局から改善指導を行なう方針だという読売新聞

の2月19日の記事です。すなわち「事業所等で働かせ、賃金を払った場合は労働者である」

として、旧労働省により出された、昭和26年の局長通知による労働基準法の適用除外規定に 
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合致しない限り、最低賃金法は適用されると言うものです。 

　この「神戸育成会問題」は、全国の関係者に少なからぬ衝撃を与えました。それは「障害

があろうと労働者として守られる」という原則を確認できたからであり、作業所は、最低賃

金を払える実態ではないという現実があるからであります。また、この「局長通知」の内容

は現実離れしており、実態に全く則していないからです。そして、これは小規模作業所のみ

の問題ではなく、日中活動事業（就労継続支援事業・授産施設等）の全てに当てはまるのです。 

　確かに、経営上の問題は否定できず、この点については、率直に認め改善が求められます。

しかしながら、本質を隠蔽してはなりません。 

　障害を理由に労働政策から排除し、労働法規のみを適用するという、国の政策の矛盾と欠

陥を根本から修正しない限り、＜労働者性＞について、どのように解説し、「適用除外」対

応の指導を行なっても、問題の本質的な改善はできません。いまこそ、本質的な労働政策の

確立が不可欠なのです。この問題は、民事訴訟（司法）と国会質問（立法）に端を発してい

ます。政府（行政）の劇的な政策転換がなされなければ、報道機関も国民（利用者・事業者）

も納得できないのです。 

 

 ５．「障害程度区分」と障害の定義／概念／名称 

　障害者自立支援法は、当初から多くの課題を抱えていました。その一つが、新しい「障害

程度区分」です。介護保険制度の方式を基本に作られた新「障害程度区分」は、知的障害の

＜特性＞を無視しており、支援度の測定が正確でない、というのが関係者の意見です。その

結果、利用者（障害者）においては利用の範囲、事業者においては報酬水準に影響し、不利

な状況に追い込まれると言うものです。そして関係者は改善を求めました。 

　実際はどうなったか。その正確な報告は、その他の問題〈単価や職員配置等〉の議論にか

き消され、確認することができません。「二次審査の段階で個別に対応する」という基本方

針は、絵に書いた餅だったのか、具体的な効用性はあったのか、又「障害」の概念について

の理解はどのように現実に対応されたのか本質的な検討が不可欠です。 

　なぜなら、「障害特性」とは何か、特に「社会モデル」とは何かが、関係者から明確に示

されていません。「大阪・八尾事件（2007.1.17）」で明らかになった、犯罪歴のある障害者

の要支援度の評価と体制はどのように論じられているか、障害程度区分見直しの第二次の委

員会は、政治的な動向によって撤回され、新たに動きが進んでいますが、その場で徹底的に 
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論じられる必要があります。 

 「知的障害」はあまりにも、恣意的に処遇されてきました。1月24日に公表された2004年度

の調査結果では、前回より9万人増えたとしながら、人口比わずか0.43％としています。この

ようなデータでの施策は、始める前から失敗が予測されます。数さえも恣意的な現状で、正

確な「障害程度区分」を求める事は無いものねだりでしょう。又「発達障害」の概念と用語

をめぐる混乱も、政府のご都合主義が影響していると指摘せざるをえません。早急に正常化

されるべきです。 

 

 ６．「特別支援教育」の実施と戦略転換の可能性 

 「障害程度に応じた＜特殊教育＞から、ニーズに合わせた＜特別支援教育＞への転換」と、

文字通り鳴り物入りで提起された教育改革は、学校教育法の改正によって制度化され、本年

度から本格的に実施されます。書物や文書では、まさに「特別支援教育」のオンパレードで

す。しかしながら、当初からある不安や疑問は解消され、現場の体制は充分に整備されたの

でしょうか。言葉（看板）だけの変化でなく、実態としての改革につながることを強く願っ

ています。 

　学校教育法の改正の議論と平行して、国連の場では、障害者権利条約への、わが国（文科

省）の対応が注目を浴びていました。なぜなら、国連文書で初めてインクルージョン（支援

付き共生）の理念が明示された「障害者の機会均等化に関する基準規則（1993）に対し、わ

が国政府（文科省）は圧力をかけ、条文を修正させることにより、心ある関係者の顰蹙を買っ

たという歴史があるからです。そして今回も＜修正案＞を提案していました。 

　しかしながら、当事者団体との協議の積み重ねや、他の省庁との意見交換と調整、何より

与野党の国会議員の活躍により、文科省は大きく方針を転換し、大臣は国会の場において「イ

ンクルーシブ教育」の受け入れを表明しました。そして、国連でも＜修正案＞を撤回したの

です。これは、歴史的な快挙であり、関係者の英断と覚悟に、心から敬意を表したいと思い

ます。 

　ついに「山は動いた」のです。やっとわが国も、国際レベルのスタート台に立てたのです。

しかし、教育には問題が山積みしています。理念や戦略として受け入れても、具体的な方法

は、これから検討して行かなければなりません。 
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 ７．障害者権利条約の採択と国内施策への反映 

　昨年の歴史的な快挙は、国連での障害者権利条約の採択であり、千葉県における「障害の

ある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の制定でした。又、育成会運動にお

いては、成年後見事業を自らの手で実施する事を目指した「知的障害者の権利擁護システム

構築に関する研究事業」の実施でありました。まさに、国内外でそして官民挙げての取り組

みが実現したのです。 

　その背景には、障害のある人の長年の苦しみとそれを抜け出すべく、自らの意志と行動が

ありました。 

　国連本部では、8回の特別委員会と1回の作業部会が重ねられ、国際育成会連盟の代表は先

頭で奮闘しました。そして、全日本育成会の代表（長瀬修・川島聡）の両氏は、この会議の

全てに参加し、条約文の翻訳を成し遂げたのです。 

　千葉県議会に対する、千葉県市育成会の強力な働きかけ無くしては、県条例の成立は実現

しませんでした。まさに、国内外での育成会運動が、障害者の権利と尊厳を守るシステムを

作り上げようとしているのです。 

　これからの課題は、条約の国内での批准であり、法律や制度への反映であります。言い換

えると反映抜きの批准であってはなりません。看板の架け替えでお茶を濁されたら、歴史に

対する冒涜です。また、差別禁止条例は、全国の自治体に広げなければならず、国としての

差別禁止法を成立させなければなりません。ある面では、いよいよ育成会運動の本番が到来

したといえます。昨年の「研究プロジェクト」は、民法での制度を利用しての、権利擁護の

方策の検討でした。これからは、具体的な実践の段階に入ります。また、内閣府の国民生活

局と共に、悪質商法から障害者を守る活動も高まりを見せてきましたので、育成会としての

強力な取り組みが求められます。知的障害者の権利擁護団体としての育成会の役割は、更に

高まりを期待されてきました。 

 

 ８．本人活動の進展と早急に取り組むべき課題 

　1930年のＩＩ世界会議（パリ大会）に触発されて始まったわが国の、本人活動は着実な広

がりを見せ、今や本人の存在とその活動は、育成会運動において欠かす事のできないものに

なりました。いや、そのことにより、運動そのものが活性化され、豊かで深まりのあるもの

になっています。国連の権利条約議論の場で、「私たちのことは、私たち抜きで決めるな」 
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という主張が、まさに常識として定着しました。 

 「育成会・再生構想〈案〉」では、本人諸氏の役員への登用の道を提起し、総務委員会で

の討論に委ねました。結論としては、課題提起は実現しませんでした。その理由は、責任論

との未調整であり、組織的には未整備によるものと理解しています。まず運動・組織の運営

者としての法的責任をどのように支援しカバーするか、という問題があります。後見人制度

における欠格事由との関係で、法律上の問題をクリアーする必要もあります。 

　もう一つは、「組織」として育成会での位置付けと、それゆえの選出方式の正当性の問題

があります。自然発生的に雨後の筍のように生まれ､グループとして自由に活動を進めてき

た運動を組織の枠組みで論じ、はめ込むことの困難さと、無意味さも指摘されています。し

かし、役員という地位と役割は、組織の議論になりますので、その点での整理が前提になり

ます。 

　知的障害者本人活動では、高い倫理観と技能を有する支援者の存在が不可欠です。極限す

れば、彼らによって活動が左右されます。支援者の養成と登録システムを含めた組織化は、

常識以前のことです。関係者にその認識が深まらず、具体的なプログラムは提案されません。

このプログラムの検討は、全日本育成会が行なう事業の1つといえます。 

 

 ９．国際活動の重要性の認識と今後の展望 

　国連での権利条約の採択と各国の法律や制度への波及を考えると、国際的な関係づくり（国

際活動）は、今や全国組織では、必然とさえいえます。障害関係の民間団体は、それぞれの

国際組織と連携し、その活動を活発化させています。しかし、育成会においては出遅れと低

調の感はいなめません。委員会活動のみに依存し、それが全組織的な広がりを見せていませ

ん。 

　今後は、内部で世界の中の位置付け、アジアの中の位置付けを議論していく必要がありま

す。世界会議の招致についても検討を始めなければなりません。 

 

 １０．今後の育成会運動の展望 

　福祉制度の変革により、様々な混乱を引き起こしておりますが、知的障害のある人の幸せ

を願った育成会運動であります。この点のみを基準にして、混乱の根源的な収束と再生がな

されなければなりません。育成会は、知的障害者と家族の団結の成果であります。実態把握 
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に努め、私たちの思いを結実させるために今こそ力を合わせる時です。 

　今、育成会運動は、新しい動きと強力なリーダーシップが求められています。地域の中で

の権利と尊厳が公正に守られるよう、育成会運動そのものに求められるものも、変化してき

ました。私たちは、都道府県育成会と政令市育成会の協力のもとに、全国の連合体組織とし

て、毅然とした公正な活動をし、適正な情報提供をしていく責任があります。＜知的障害の

ある人と、その家族の幸せ＞という視点のみの運動を展開し、育成会活動を充実させること

を確認致します。 

 

　　 終りに 

　育成会運動は、本質的な再生をしていかなければなりません。歴史があるゆえに、その負

荷もあります。しかし、それ以上に信用・期待・実績という大きな＜資産＞があります。運

動を興し、ここまで発展させていただいた先達に感謝したいと思います。そして、改めて大

切な全日本手をつなぐ育成会の砦を守りたいと考えます。皆様、更なるご理解とご支援を、

何よりのご参加を心よりお願い申し上げます。 



近畿各府県・市 
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「暮らす」を支える 

大阪知的障害者育成会 
理事長　藤田　光司 

１　 「暮らす」とは人生そのもの 

　　・ これまでの人生は、 

　　・ これからは、 

 

２　 支援があれば地域で「暮らせる」 

　　・ 人権尊重と安心 

　　・ 所得保障 

　　・ 余暇活動 

 

３　 知的障害児・者の側に立った、そして質の高い「安心して暮らせる」支援を 

　　・ 大阪育成会の支援事業 

　　・ 支援センターしらさぎの事業について 

　　　漓 日中活動の場としての通所授産施設：「白鷺園」 

　　　滷 住まいの場としての：「グループホーム・ケアホーム」 

　　　澆 困ったときの相談窓口としての：「相談支援事業」 

　　　潺 家での暮らしを支援する：「居宅介護（ホームヘルプ）」 

　　　潸 外出の支援（ガイドヘルプ）：「移動支援事業」 

　　　澁 自分でできることを増やす：「自立生活訓練事業」 

 

４　 今後の課題 

　　・ 成年後見 

暮ら
す 
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「学ぶ」自立支援法から見えてきたこと 

財団法人　兵庫県手をつなぐ育成会 
副理事長　細見　頼子 

「兵庫のしょうがい福祉を考える会」を福祉関係15団体で設立する 

（事務局　兵庫県手をつなぐ育成会） 

 

主な活動 

　　１．緊急集会　全県域で2回　各ブロック毎にも開催 

　　２．兵庫県行政との懇話会 

　　３．各団体との情報公開 

　　４．兵庫県選出の国会議員との懇話会 

 

【自立支援法】に関する兵庫県独自の政策等 

　漓低所得利用者の減免 

　　・通所授産施設利用者の利用料（低所得1、2区分は1／2） 

　　・移動支援事業の利用料（低所得1、2は1／2） 

　　・医療型障害児施設利用料（低所得1・2,500円　低所得2・5,000円） 

　滷地域生活への移行促進 

　　・圏域コーディネーターを配置、市町の相談支援体制を支援する（10圏域） 

　　・G・H、ケァホームの整備促進（H23までに497人分・精神1280人分） 

　　・G・H、ケァホーム利用者に対する家賃補助（低所得1,2のみ1／2　上限20,000まで） 

　澆一般就労への移行 

　　・障害者雇用率1.8%達成大作戦の展開（障害者専門職業紹介事業の実施、県によるジョ

ブコーチの養成・支援） 

　　・「障害者就労相談支援員」の配置による求人登録の促進 

　　・障害者応援企業登録制度 

　　・県における障害者雇用の率先行動（本庁並びに各県民局にて1、2名の知的障害者を半

年間　日々雇用を実施中） 

学ぶ
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　潺障害福祉サービス基盤の整備推進 

　　・G・H・ケァホームの初年度設備費（バリアフリー化改修、備品、敷・礼金の助成） 

　　・G・H新規開設サポート事業（県育成会への委託事業） 

　　・小規模作業所への県単独運営費助成の継続 

　　・既存施設の新体系移行に向けた団体等との意見交換会 

　潸発達障害者の支援 

　　・療育手帳の交付（知的な障害を伴わなくても交付する　H18・240名） 

　　・サポートファイルの活用 
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「暮らす」を支える 

社団法人京都手をつなぐ育成会 
小規模作業所“七” 
所長　櫻井　基生 

生活支援事業 

　１．緊急集会　全県域で2回　各ブロック毎にも開催 

　２．育成会生活支援事業は市のレスパイト事業を含み、単身生活者の総合的な支援、他の

法定内事業の補完的な役割など、幅広い機能を担ってきました。本事業は極めて柔軟

な対応力を持つことで、変化に富んだ生活の襞に取り付くことを可能にしようとして

います。それだけに、事業として線を引いて確立することが困難になるという弱点を

持っているといえます。しかし、特に知的障害という個別の状況には、具体的な支援

に到るまでの長い試行錯誤が必要な場合が多く、こうした柔軟性はどうしても今の段

階では欠かせないのではないかと考えています。 

 

生活支援事業 

　○ アテンダント派遣 

　○ 相談、面談 

　○ クラブ活動 

 

単身生活者を中心とした生活支援 

　単身生活者の場合、一般的な概念を共有できないことなどが思わぬ問題を生みます。近隣

とのトラブルを避けつつ、生活をある程度維持する（食事、清掃、ごみだし、金銭管理）に

は御本人の納得を得た上での介入が不可欠になります。納得が得られるまでには長い時間の

経過と粘り強い一貫性のある取り組みが必要で、その為には、関連性を維持しつつ、なぜそ

うなるのかに迫れる場が必要です。その場として、作業所や、定期的な面談、余暇活動が重

要になってきます。また、一番大きな問題として、孤立感や、疎外感、などが根底に横たわっ

ていてそれが大きな問題へと発展する芽となります。夕方から夜にかけて、また休日などを

余暇活動の支援で埋めていく、本人が主体的に参加できるコミュニティの形成の応援をする、

そこから発展した形で個々の対人関係を援助するといった作業が必要となります。 

 

暮ら
す 
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主な具体的活動 

　・日常生活を営む上での問題点の洗い出し 

　・問題になるところへの公的支援の検討 

　・他の事業所と結び生活の確立への応援 

　・公的支援につなぐことが何らかの理由で困難な場合のアテンダントの派遣などを使った

応援 

　・住居の確保 

　・それに関連する各種手続きの応援 

　・安否確認 

　・健康状況の確認 

　・余暇の支援等 

　・午後5時以降随時の相談 

 

御家族を含めた様々な支援活動 

　御家族と御本人が同居されている場合、御家族の御要望にもなるだけお応えし、暮らしを

支えるお手伝いになればと考えています。中には非常に厳しい状況のご家庭もあり、何とか

状況を改善するための御役に立ちたいと願っています。ただ、環境の変化や、日常の流れの

変化が、高い緊張や、不安を呼び、かえって御家族の負担を大きくする結果につながる場合

もあります。どこにどれだけのリスクがどんな確率で存在するのかを、出きるだけ明確にし

ながら、日常的な負荷とのバランスの中で何ができるかを提案させていただくようにしてい

ます。また、リスクを小さくするためなるべく定期的な接触の場を作り関係性を作っておく

ようにしています。また、行動上の問題が負荷を大きくしている場合、その問題の背景とな

る御本人の苦しさからアプローチできることが理想なので、電話での相談や訪問などを通じ、

少しずつ状況を解き明かしていくような形をとることも多くあります。 

 

主な具体的活動 

　・アテンダント派遣などによる緊急時等の対応 

　・トワイライトサービスを利用した定期的な活動 

　・クラブ活動などによる状況の把握 

　・通所などの支援　・訪問による状況の把握　・午後5時以降随時の電話相談 

　・御自宅で昼間を過ごされる場合のタスクや作業の提供 
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生活支援事業がご期待にこたえられなかったケース 

　本事業に相談に訪れる方の大半は、行動上の問題の軽減を主訴としてこられます。しかし

残念ながら先ず接触できる機会を得ることが困難であったり、たとえ接触できでも、スタッ

フの割ける時間が限られており、状況を把握するのがやっとで、ある程度の方向性を見出す

までにあまりに時間がかかりすぎ、結果として何も出来ずに終わることの方が多くなってし

まいます。 

　これは作業所で現状を維持するための対応で精一杯となり、何も出来ないまま、長い時間

を経過し、小さなきっかけで通所自体が困難になったりするケースと構造は似ているといえ

ます。物理的環境、人員的な余裕のなさ、知識と技術の不足といった点が大きな要因となっ

ているようです。また、基本的には、直接その人を介助しようとするものではなく、その点

では、あまり役にたつものではないといえます。中心となるスタッフが状況を見極めつつ、

長い時間をかけ試行錯誤を繰り返しながら、各種のサービスをコーディネートしていくとい

う形が、比較的リスクも小さく、実効性の確保できるケースが多いようである。 

　恐らく、今現在、どの程度の情報負荷に耐えられるかをそれなりの角度で判断することが

出来るためであろうと思われます。 
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働くを支える 

滋賀県小規模作業所／通所授産施設連絡協議会会長 
社会福祉法人全日本育成会理事 

白杉　滋朗 

１． 知的障害者の置かれてきた（いる）労働環境 

　＊ 基本的には排除（役立たずという位置付け） 

　＊ 軽度は条件付（最賃除外）雇用 

　＊ 重度は家族による囲い込み 

 

２． 福祉的就労の果たした役割 

　＊ 座敷牢や収容施設からの解放 

　＊ 社会参加が障害者理解につながる 

　＊ 重度も働くことへの意識付け 

 

３． 福祉的就労からの脱却 

　＊ 意識付けから要求水準の変化 

　＊ 国際障害者年の提案（完全参加と平等） 

　＊ 作業所運動の実践の積み重ねから 

 

４． 地方の独自の障害者雇用施策（福祉分野から） 

　＊ 30年にわたる作業所施策←要求水準の変化に応じて 

　＊ 実践と制度の合流←少数ではあるが（なぜ少数か？それで良いのか？） 

　＊ 箕面市（大阪府）・滋賀県・札幌政令市・鳥取県 

 

５． 滋賀県社会的事業所 

　＊ 共同作業所制度の創設（1978）社会参加を保障 

　＊ 機能強化〔事業所型〕型共同作業所（2000）雇用関係の一部義務付け 

　＊ 滋賀県社会的事業所（2005） 

　　 ・完全雇用の事業所型ではない（就労継続A型でもない） 

　　 ・障害者の働く場は社会的事業所で良いのか？ 

　　 ・地域の一般事業所の社会的事業所化 

　　 ・社会的事業所や福祉的就労の無くなる日を目指して 

 

６． 重度の人も働いて社会参加を！ 

働く
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大津市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条　この要綱は、滋賀県社会的事業所設置運営要綱に基づき、障害のある人もない

人も対等な立場で一緒に働くことができる形態の職場を設置している者に対し、

予算の範囲内において、その運営に要する経費の一部を補助し、もって在宅障害

者の就労の促進及び社会的、経済的自立を支援することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

　　　盧　社会的事業所　社会的事業所とは、次に掲げるすべての要件に該当する事業

所をいう。 

　　　　ア　障害者従業員が5名以上20名未満で、かつ、雇用割合がおおむね50％以上（実

人数算定）であること。 

　　　　イ　障害者従業員が就労を継続し、維持できるように支援する機能を有してい

ること。 

　　　　ウ　社会的事業所内外において、障害者理解等の啓発活動を行っていること。 

　　　　エ　社会的事業所の経営機関に障害者従業員が参画していること。 

　　　　オ　従業員全員と雇用契約を締結していること。 

　　　　カ　労働保険（労働者災害補償保険、雇用保険）の適用事業所であること。 

　　　　キ　事業所としての経営方針、経営計画が適切であるとともに、利益を上げる

ための経営努力がなされていること。 

　　　盪　障害者従業員　障害者従業員とは、次に掲げる者であって、市内に住所を有

し、市長が社会的事業所での就労を適当と認めたものとする。 

　　　　ア　療育手帳を有する者 

　　　　イ　身体障害者手帳を有する者 

　　　　ウ　精神障害者保健福祉手帳を有する者又は病院における治療の結果、回復途

上にある精神障害者で、精神科医師の診断に基づき、市長が社会的事業所で

の作業等が適当と認めたもの 

　　　　エ　上記に掲げる者のほか、上記に準じる者で市長が社会的事業所での作業等

が適当と認めた者 

（社会的事業所の設置主体） 
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第３条　補助の対象とする社会的事業所の設置主体は、特定非営利活動促進法（平成10

年法律第7号）に基づく特定非営利活動法人、社会福祉法人若しくはこれに準ず

る団体又は社団法人とする。 

（設備及び運営の基準） 

第４条　この要綱において、社会的事業所における設備及び運営の基準については、労

働関係法令の規定に準拠するものとする。 

（補助対象経費） 

第５条　補助金の交付の対象となる経費は、社会的事業所の運営費、管理費及び特別加

算費とし、その内容は別表に定めるところによる。 

　　２　前項の経費のうち、管理費及び特別加算費に対する補助金は、社会的事業所が

本市の区域内にあり、かつ、市内に住所を有する者が障害者従業員の半数以上を

占める社会的事業所の設置者に対して支給する。 

（補助金の額） 

第６条　前条に規定する経費に対する補助金の額は、別表の補助金の区分のそれぞれに

ついて、同表により算出した補助基準額と当該社会的事業所が当該年度において

支出した額とを比較して、いずれかの少ない方の額を合計した額とする。 

　　２　この補助金は、社会的事業所が円滑に運営を行うために交付するものであり、

その目的が達成されたと認められるときには、補助金の交付を行わない。 

（交付申請） 

第７条　大津市補助金等交付規則（平成10年規則第32号。以下「規則」という。）第4

条第1項により市長に提出しなければならない交付申請書は、大津市社会的事業

所運営事業費補助金交付申請書（様式第1号）とする。 

　　２　前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

　　　盧　社会的事業所運営事業調書（別紙1） 

　　　盪　補助金算出内訳書（別紙2） 

　　　蘯　利用者状況調書（別紙3－1） 

　　　盻　収支予算書（別紙4－1） 

（決定通知書） 

第８条　規則第7条第1項の規定による通知は、大津市社会的事業所運営事業費補助金交

付決定通知書（様式第2号）により行うものとする。 

　　２　規則第7条第2項の規定による通知は、大津市社会的事業所運営事業費補助金交

付申請棄却（却下）決定通知書（様式第3号）により行うものとする。 

（事情変更による取消通知書等） 
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第９条　規則第9条第5項の規定による通知は、大津市社会的事業所運営事業費補助金交

付決定取消通知書（様式第4号）又は大津市社会的事業所運営事業費補助金交付

決定変更通知書（様式第5号）により行うものとする。 

（補助事業等の内容の変更等の承認申請書） 

第10条　規則第13条第1項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、

大津市社会的事業所運営事業費補助事業変更承認申請書（様式第6号）又は大津

市社会的事業所運営事業費補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第7号）とする。 

　　２　前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

　　　盧　社会的事業所運営事業調書（別紙1） 

　　　盪　補助金算出内訳書（別紙2） 

　　　蘯　利用者状況調書（別紙3－2） 

　　　盻　収支予算書（別紙4－1） 

（承認通知書等） 

第11条　規則第13条第2項の規定による通知は、大津市社会的事業所運営事業費補助事

業変更承認決定通知書（様式第8号）若しくは大津市社会的事業所運営事業費補

助事業中止（廃止）承認決定通知書（様式第9号）又は大津市社会的事業所運営

事業費補助事業変更承認申請棄却（却下）決定通知（様式第10号）若しくは大津

市社会的事業所運営事業費補助事業中止（廃止）承認申請棄却（却下）決定通知

書（様式第11号）により行うものとする。 

（実績報告書） 

第12条　規則第14条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、大津市

社会的事業所運営事業費補助事業実績報告書（様式第12号）とする。 

　　２　前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

　　　盧　社会的事業所運営事業費精算調書（別紙5） 

　　　盪　事業開設状況調書（別紙6） 

　　　蘯　利用者状況調書（別紙3－1） 

　　　盻　収支決算（見込）書（別紙4－2） 

（確定通知書） 

第13条　規則第15条の規定による通知は、大津市社会的事業所運営事業費補助金確定通

知書（様式第13号）により行うものとする。 

（交付請求） 

第14条　規則第18条第1項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、

大津市社会的事業所運営事業費補助金交付請求書（様式第14号）とする。 
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（一括又は分割による交付請求書） 

第15条　規則第18条第2項において準用する同条第1項の規定により市長に提出しなけれ

ばならない交付請求書は、大津市社会的事業所運営事業費補助金交付請求書（様

式第15号）とする。 

　　２　前項の交付請求書には、社会的事業所運営事業調書（別紙1）を添付しなけれ

ばならない。 

（取消通知書） 

第16条　規則第19条第4項の規定による通知は、大津市社会的事業所運営事業費補助金

交付決定取消通知書（様式第16号）により行うものとする。 

（返還通知書） 

第17条　規則第20条第1項の規定による返還の命令は、大津市社会的事業所運営事業費

補助金返還通知書（様式第17号）により行うものとする。 

（帳簿の備付け） 

第18条　補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る

障害者従業員名簿（様式第18号）、金銭出納簿、設備備品台帳（様式第19号）、

作業（活動）日誌（様式第20号）その他必要な証拠書類綴を備え付け、補助金の

使途を明らかにしておかなければならない。 

（その他） 

第19条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

　附　則 

　　１　この要綱は、平成17年10月1日から施行する。 

　　２　第3条の規定にかかわらず、当分の間、補助の対象とする社会的事業所の設置

主体は、大津市障害者共同（働）作業所運営事業費補助金交付要綱に定める障害

者共同（働）作業所又は大津市機能強化型障害者共同（働）作業所運営事業費補

助金交付要綱に定める機能強化型障害者共同（働）作業所を現に運営している者

に限る。 
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１　給料 

２　諸手当 

３　共済費 

４　報酬 

５　賃金 

６　旅費 

７　消耗品費 

８　印刷製本費 

９　光熱水費 

10　日常生活諸費 

11　役務費 

12　委託料 

13　障害者従業員の職業生活の質を高

める取り組みに必要な経費 

１　固定資産物品費 

２　備品費 

３　修繕費 

４　使用料 

５　賃借料 

６　減価償却費 

　社会的事業所の営業力強化や経営能

率向上のための営業担当職員の配置に

必要な経費 

（但し、補助開始後3年間限りとする） 

１　重度加算費 

各月初日在籍障害者従業員 

　１人当たり月額　75,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内社会的事業所１か所当たり 

　年額　1,000,000円 

 

 

 

 

市内社会的事業所１か所当たり 

　年額　3,232,000円 

 

 

各月初日在籍の、本市に住所を有し身

体障害者手帳１・２級又は療育手帳Aを

所持する障害者従業員 

　１人当たり月額　4,000円 

対　象　費　目 区分 

運
　
　
　
　
　
　
　
　
営
　
　
　
　
　
　
　
　
費 

管
　
　
理
　
　
費 

特
別
加
算
費 

重
度
加
算
費 

補　助　基　準　額 

補　助　対　象　費　目 

別表 



共
同
作
業
と
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
Ⅲ
型
、新
類
型
と
の
比
較
 

事
業
費
の
規
模（
斜
字
）は
、1
0人
規
模
で
試
算
 

Ⅲ
型
が
実
施
し
て
い
る
事
業
に
加
え
、重
度
障
害
者
に
対
す
る
日
中
活
動
の
場
と
し
て
、ま
た
、よ
り

高
い
就
労
収
入
の
確
保（
雇
用
契
約
の
締
結
の
推
進
を
含
む
）で
き
る
場
と
し
て
事
業
を
実
施
。
   

  す
で
に
、共
同
作
業
所
が
、地
域
の
社
会
資
源
と
し
て
定
着
し
、養
護
学
校
卒
業
生
の
進
路
等
と
し

て
不
可
欠
な
事
業
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、訓
練
等
給
付
や
生
活
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
が
実
施
さ
れ

な
い
市
町
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
  

 市
町
村
委
託
・
補
助
事
業
 

 特
に
な
し
 

 共
同
作
業
所
に
準
じ
る
 

  5名
以
上
 

  必
要
 

 現
行
の
共
同
作
業
所
の
運
営
基
盤
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業
費
を
設
定
。な
お
、1
0名
未
満
の

小
規
模
な
セ
ン
タ
ー
に
対
し
、小
規
模
加
算
を
行
う
。
従
来
の
対
象
者
に
加
え
、発
達
障
害
者
、難

病
患
者
等
も
対
象
と
す
る
。
   

創
作
的
活
動
、生
産
活
動
、社
会
と
の
交
流
の

促
進
等
の
事
業
を
実
施
 

  地
域
生
活
支
援
事
業
 

（
障
害
者
自
立
支
援
法
第
77
条
） 

  市
町
村
委
託
・
補
助
事
業
 

 5年
以
上
 

 1名
以
上
常
勤
 

  10
名
以
上
 

（
経
過
措
置
：
H
18
年
度
の
み
5～
9名
で
も
可
。
） 

 必
要
 

 機
能
強
化
事
業
は
、地
域
生
活
支
援
事
業
の

メ
ニ
ュ
ー
事
業
。
市
町
が
選
択
実
施
  

重
度
障
害
者
の
利
用
を
想
定
し
た
「
創
作
・
軽

作
業
型
」
や
就
労
収
入
を
よ
り
多
く
求
め
る「
事

業
所
型
」な
ど
の
類
型
を
設
け
て
い
る
。
 

 任
意
事
業
だ
が
、県
内
す
べ
て
の
市
町
で
実

施
。
 

  市
町
村
補
助
事
業
  

 特
に
な
し
 

 利
用
者
：
職
員
＝
3.
5：
1 

（
創
作
・
軽
作
業
型
　
利
用
者
：
職
員
＝
2.
5：
1）

  5名
以
上
  

  不
要（
運
営
協
議
会
で
可
） 
  

 加
算
等
を
行
わ
な
い
従
来
型
＝
利
用
人
員
10

名
で
95
0万
円
程
度
。
  

事
業
内
容

（
基
礎
的
事
業
） 

  事
業
の
位

置
づ
け
 

  形
態
 

 運
営
実
績
 

 職
員
配
置
 

  実
利
用
人
員
 

  法
人
格
 

 備
考
 

現
行
   
 

共
同
作
業
所
 

国
の
枠
組
み
  

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
Ⅲ
型
  

緊
急
プ
ロ
グ
ラ
ム
   
 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー（
新
類
型
） 

15
,7
60
千
円
  

9,
52
0千
円
 

（
従
来
型
） 

9,
76
0千
円
 

（
事
業
所
型
） 

6,
00
0千
円
 

7,
50
0千
円
 

11
,4
48
千
円
 

 9
,9
36
千
円
 

8,
88
0千
円
 

15
,7
20
千
円
  

（
創
作・
軽
作
業
型
） 

共
同
作
業
所
入
所
事
業
費
補
助
金
 

 
県
1／
2　
市
町
1／
2 

運
営
費
1人
あ
た
り
   
   
  7
1,
00
0円
／
月
 

（
10
人
規
模
　
8,
52
0,
00
0円
） 

 重
度
  1
人
あ
た
り
   
   
   
 3
,0
00
円
／
月
  

創
作
・
軽
作
業
加
算
 

7,
20
0千
円
  

日
中
活
動
支
援
加
算
 

36
0千
円
 

雇
用
契
約
加
算
 

1,
51
2千
円
 

賃
金
確
保
加
算
 

1,
41
6千
円
  

管
理
費
削
除
 

1,
00
0千
円
  

基
本
部
分
 

8,
52
0千
円
 

 
1人
あ
た
り
   
   
  7
1,
00
0円
／
月
 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
Ⅲ
型
国
庫
補
助
加
算（
15
0万
円
）を
充
当
で
き
る
場
合
は
充
当
。
   

管
理
費
 

1
,0
0
0
千
円
  

国
庫
補
助
加
算
標
準
額
 

15
0万
円（
10
人
以
上
） 

国
1／
2県
1／
4市
町
1／
4

地
方
交
付
税
に
よ
る
自
治
体
補
助
事
業
 

補
助
額
　
60
0万
円
 

＜
就
労
支
援
型
＞
 

＜
福
祉
資
源
型
＞
 

1
人
あ
た
り
 

3
,0
0
0
円
／
月
 

（
1
0
人
適
用
で
計
算
）
 

1
人
あ
た
り
 

1
4
,0
0
0
円
／
月
 

（
9
人
ま
で
）
 

1人
あ
た
り
 

60
,0
00
円
／
月
  

1人
あ
た
り
 

11
,8
00
円
／
月
 

基
本
部
分
・
加
算
と
も
 

県
1／
2 

市
町
1／
2 

1人
あ
た
り
単
価
設
定
 

小
規
模
加
算（
5人
以
上
 

10
人
未
満
） 

30
0千
円
～
54
0千
円
 

1人
あ
た
り
5,
00
0円
／
月
 

39
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障害者の就労支援に関する今後の方向性について（概要） 
～障害者の就労支援に関する検討委員会報告（平成16年12月）～ 

共同作業所や通所授産施
設の利用者が増加してお
り、生活の場が地域へ移
行する中、地域を中心と
した就労支援策の構築が
必要となっている。 

○地域（各福祉圏域）において、障害者
の就労ニーズと、企業の雇用ニーズを
マッチングさせる取組を進めるととも
に、多様な就労ニーズに応じた新たな
仕事や雇用形態などを生み出すことで、
より効果的に一般就労への移行が可能
となる。 

蜷地域における就労支援のセンター機能を有する「働き・暮らし応援センター（仮称）」を各福祉圏域
に整備し就業支援と生活支援を一体的に実施することが必要である。 

蜷応援センターには、「生活支援ワーカー」「雇用支援ワーカー」「職場開拓員」「就労サポーター」「就
労ピアカウンセラー」を一体的に配置する。 

蜷応援センターは、障害者生活支援センターなどの関係機関との連携を密にし、サービス調整会議を活
用して障害者の生活実態や就労ニーズに対応した、生活から就労に至る一体的・総合的な支援を行う
ことが求められる。 

蜷応援センターは、就労に対する多様なサービスを1ヶ所で提供できるワンストップサービスの機能を有
する。 

蜷これらの事業の推進にあたっては、市町村と県、福祉サイドと労働サイドなどが連携をし、財源を分
担することが必要である。 

課　題　1

障害者を取りまく雇用環
境は悪化しており、就労
支援の強化や多様な就労
の場の創設が必要となっ
ている。 

課　題　2

利用者がそのニーズに応
じた共同作業所を選べる
という利用者本位の理念
を実践するため、共同作
業所のあり方を検討する
必要がある。 

課　題　3

障 害 者 の 就 労 を 巡 る 課 題  

対 応 策  

共に働き、共に暮らす「滋賀モデル」の創造 

漓地域における 
就労支援 

漓 地 域 に お け る 就 労 支 援  

滷新たな雇用の場 
の創出 

澆共同作業所体系 
の見直し 

働き・暮らし応援センター（仮称）の創設 

生活支援 
ワーカー 

雇用支援 
ワーカー 

職場 
開拓員 

就労 
サポーター 

就労ピア 
カウン 
セラー 

共同 
作業所 

授産 
施設 

ハロー 
ワーク 企業 

教育 
機関 

医療 
機関 行政 

障害者 
生活支援 
センター 

働き・暮らし応援センター〈仮称〉 

連
携 

サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議

 

福祉圏域 
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○障害者の経済的自立を図っていくためには、従
来の施策の延長でなく、福祉と労働の連携によ
り、新たに就労の場そのものを創出していく必
要がある。 

蜷事業所型共同作業所の取組を生かしながら、新
たな雇用の場として、福祉的就労の枠を超えた
就労の場である「社会的事業所（仮称）」を創
設することが求められる。 

蜷社会的事業所への助成については、次のような
取組を支援の対象としていくことが考えられる。 

　◇障害者従業員の職業生活の質（QWL）の向上を図るための取組 
　（障害者従業員の能力開発、向上に向けた取組、障害者従業員を支援するための人材配置など） 
蜷社会的事業所に対しては、従来の縦割りの支援ではなく、福祉サイドと労働サイドが連携して支援す
ることが必要である。 

蜷社会的事業所の採択にあたっての検討を行うとともに、社会的事業所の経営や人材育成等についてア
ドバイスを行う「社会的事業所経営戦略会議（仮称）」を組織することが必要である。さらに、将来
的には、県内の企業、団体によるネットワーク組織が立ち上がり、障害者の就労や雇用に対して支援
を行っていくことが望まれる。 

滷 新 た な 雇 用 の 場 の 創 出  

社会的事業所（仮称）の創設 

○障害者の多様なニーズに対応したサー
ビスを提供するために、共同作業所の
機能強化をこれまで以上に図る必要が
ある。 

蜷新たに共同作業所の機能を見直し、よ
り障害者が利用しやすい共同作業所を
目指すことが重要。 

漓賃金確保型共同作業所 
　例えば、年金と合算すれば自立生活が
できるような一定賃金を保障する場。営業活動等を行うスタッフを配置。 

滷創作・軽作業型共同作業所 
　創作活動、軽作業を通じて生きがいの追求と自己実現を図る場。 

澆日中活動型共同作業所 
　多様な日中活動の場。地域社会のインフォーマルな力（地域コミュニティ、ボランティアなど）との
連携やその活用による多様な地域活動を実施。 

潺就労支援型共同作業所（または、移行実績による支援） 
　職業リハビリテーション支援に重点を置く場（または、一般就労への移行実績による支援） 

澆 共 同 作 業 所 体 系 の 見 直 し  

共同作業所の新たな機能強化 

重度障害 
者多数雇 
用事業所 

特例 
子会社 

福祉 
工場 

従来型 

澆日中 
活動型 

滷創作・ 
軽作業型 

【規模】 

【漓滷以外の場】 

【日中活動の場】 

障害者の就労の移行 

【資金確保の場】 【訓練の場】 

創作・ 
軽作業型 

【滷生きがい追求の場】 

事業所型 

【漓雇用の場】 

【労働法規の適用】【労働法規の適用】 【労働法規の適用】 

【労働施策】 【福祉施策】 

事業所 
型共同 
作業所 

社会的 
事業所 

社
会
的
事
業
所 

企
　
　
　
　
業 

漓賃金 
確保型 

就労 
支援型 

【生きがい追求の場】 
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『生きる』支援 

和歌山県　新宮・東牟婁手をつなぐ育成会 
野澤　宮子 

「会」の概要 

　和歌山県の南の端、県境の町です。 

　会員　約300名（学校を中心として、障害を持った方の約8割が会員） 

 

 私達の取り組み 

　運動会・もちつき大会（市・郡内52校－学校との共催行事） 

　一昨年より自立支援法学習会（週1回　3月～7月）⇒ えがお（機関誌）で発行 

　⇒ 県出前講座 ⇒ フォーラム ⇒ みんなで話そう交流会（本人部会中心） 

　⇒ 行政に陳惰（6市町村） 

 

 課　　題 

　・エリアが広い 

　・中心になる人が少ない 

　・1つの行事を深く掘り下げる事ができない（次から次にくる行事に振りまわされる） 

 

 今 年 度 

　漓 2月に「フォーラム」開催予定（いろいろな立場より意見を出し合う） 

　　・ 2月の「フォーラム」に焦点をあて、 

　　　 各地で小さな「懇談会」を開催する 

 

　滷地域福祉の「見張り役」・「調整役」 

　※「人権」を柱にすえる 

　「人」として「生きる」、「生きていける地域」を作る事を目標とする。 

初心に帰り、「障害者の人権」の学習会をする。 

生き
る 

本当に障害者の立場に立った

福祉なのだろうか？ 
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知的な障害と向きあって生きる 

大阪市知的障害者育成会 
理事　大野　千津子 

はじめに 

　私には、重度知的障害のある33歳になる娘がおります。 

　現在は、知的障害者通所更生施設に通っており、私が施設送迎を行っています。 

　待ち望んでいた女の子でしたので、生まれた時には私の勝手な夢があり、将来に関する想

いをもっておりました。首のすわり、お座りがしっかりできない等、発育の遅れに不安が広

がり、その間、医師により「様子を見ましょう」と定期的に通院をしておりましたが、1歳9

ケ月の時、精神発達遅滞と言われ、その意味を理解できず、「何、それは？」と思っている

状態でした。そんな思いは私だけではなく、この会場にいらっしゃる皆さんも同じような思

いをされてきたのではないでしょうか？ 

　地域の小学校から養護学校へと進み、中学部・高等部へと楽しい学校生活を過ごさせてい

ただき、社会への第一歩は措置制度の中、施設使用料・給食費等、本当にお金のかからない

制度の中、知的障害者通所更生施設に通わせていただきました。大阪市によるガイドヘルパー

の制度ができ、利用者負担は全く無いものです。日中の外出に、旅行にへと使わせていただ

き、そういった措置制度の中、その時は本当に将来、親亡き後、年金で暮らしていけると安

易に思っていました。 

 

障害者自立支援法になって 

　措置制度から支援費制度へと移行され、利用者には負担のかからない制度でしたが、この

制度に終止符が打たれたのは言うまでもなく財源問題です。とりわけ、居宅サービスの伸び

については大きな問題となりました。自立支援法では、障害程度区分の認定が決まり、減免

措置をしながらも、原則一割負担。施設・作業所においては、新事業体系への移行と気にな

る事ばかりです。三障害が一元化されたことにより、障害程度区分の聴き取り調査項目を見

てわかるように、様々な無理が生じており、本当に正しい認定がされているのかと思います。

施設利用者にとっては、定率負担・実費負担が発生し、給食費等が思ったより高く負担が大

きくなっています。施設側も給付費の日割り計算により施設経営はたいへんになり、利用者

が休むことにより収入が減少するため、利用者も気を使いながら休まなければならなくなっ 

生き
る 
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ています。 

　福祉行政は、国から市町村へと移り、障害程度区分の重い方が、事業所の給付費は高く支

援も手厚い反面、利用者側の負担に跳ね返るという側面もあります。また、医療を切り離せ

ない利用者にとって医療費の負担は大きく、大阪市においては、療育手帳Aを取得されてい

る方は障害者医療の「医療証」が取得でき助かっていますが、療育手帳B1・B2の方につい

ては、医療費の三割負担は大きくたいへんな事です。 

　この自立支援法により障害者福祉を取り巻く状況は大きく変わり、今後の行方が、たいへ

ん気になるところです。 

 

親亡き後について 

　親の高齢に伴い、心配な事は親亡き後の問題です。いずれ、施設・グループホーム・ケア

ホーム等で支援を受けながらの暮らしを選択しなければなりません。本人の権利擁護を守る

ため、成年後見制度も考えなければなりません。大阪市においては、大阪市成年後見支援セ

ンターが6月に開設され、昨年11月に市民後見人の養成講座が開始され、50名程の“市民後

見人”が誕生します。「市民後見」とは、家庭裁判所による選任、親族以外の第三者後見、

市民の立場から身近なところで報酬を前提としない市民活動という事がうたわれています。

将来、今ある様々な制度を利用しながら生きていけるよう道筋はつけておきたいと考えます。 

 

おわりに 

　措置制度から支援費へ、そして自立支援法へと移行され、福祉行政は“公助”から“自助”

へと変わろうとしている中、今こそ育成会運動の大切さを感じております。子ども達が親亡

き後も安心して少しでも豊かな暮らしが保てるよう、親の義務を果たしていきたいと考えて

います。 
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（社）神戸市手をつなぐ育成会と神戸市における就労支援 

（社）神戸市手をつなぐ育成会 
副会長　後藤　久美子 

１．神戸市手をつなぐ育成会と関連団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．（社）神戸市手をつなぐ育成会の就労支援 

　漓 自立訓練補助事業 

　　盧 歴史と現況 

　　　・ 昭和61年6月より事業開始（公益法人として神戸市より事業を受託） 

　　　・ 公的施設（市立施設15ヶ所、委託事業舞子墓園）での清掃、洗濯を通じての訓練 

　　　・ 知的障害者76名在籍（8月初旬現在）、職員28名（嘱託2名） 

　　　・ 訓練期間は原則として1年（以降更新あり） 

　　　・ 平成19年度予算9,920万（神戸市より補助金8,840万　委託金1,080万） 

　　　・ 利用料なし。平成19年度の訓練生手当は32,600円／月 

　　盪 今後の課題 

　　　・ 訓練生の高齢化 

　　　・ 自立支援法の就労移行・就労継続事業との関連性の整理 

　　　・ 本人、保護者、職員の意識改革 

　　　・ 平成19年度4月～8月に5名が一般就労 

働く
 

（社）神戸市手をつなぐ育成会 
（昭和32年設立） 

 
総会・評議員会・理事会・部会・委員会及
び、各支部が連携して種々の事業を展開 

 
（自立訓練補助事業） 

（福）新緑福祉会 
（昭和54年設立） 

 
通所授産施設 4ヶ所 
通所更生施設 1ヶ所 
入所更生施設 1ヶ所 
（短期入所事業、日中一時支援事業併設） 
共同生活援助事業 3ヶ所 
委託相談支援事業 2ヶ所 

（福）神戸育成会 
（平成17年設立） 

 
就労移行支援事業 1ヶ所 
就労継続支援事業B型 4ヶ所 
生活介護事業 1ヶ所 

（株）いくせい 
（昭和62年設立） 

 
11事業所　177名の福祉就労社員を雇用、
福祉ショップの経営などの事業を展開 
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　　　・ 新事業体系にどのような形で移行していくか 

　滷 知的障害者トライアル実習『はじめのいっぽ』・・・30名～40名参加 

　　　・ 平成17年度より事業開始（神戸市より受託・・・委託金総額3,232,000円） 

　　　・ 市内の知的障害者施設と小規模作業所等120ヶ所へ案内状送付 

　　　・ 上記利用者に対して実習場所提供（自立訓練補助事業・関連団体事業所） 

　　　・ 平成19年度より登録の一般企業も実習場所として提供予定 

 

３．関連団体の就労支援 

　漓 （株）いくせい 

　　盧 会社設立の趣旨 

　　　　i   知的障害者の働く場を創出拡大する 

　　　　ii  安定した就労を図ると共に知的障害者の社会参加を促進する 

　　　　iii 事業活動によって生じた利益を障害者福祉に還元する 

　　　・ 上記目標のもとに育成会会員が主に株主となり、昭和62年に設立 

　　盪 現況 

　　　・ 屋内、屋外作業（清掃、除草、植栽の管理等）及び、資源リサイクルセンターでの手

選別業務の受託、その他（損害保険代理店業務、福祉ショップの経営） 

　　　・ 神戸市等よりの委託料は、平成19年度は約5億円（資源リサイクルセンターは精算制） 

　　　・ 福祉就労社員の月収109,400円（賞与は2.225ヶ月分支給） 

　　盧 今後の課題 

　　　・ 神戸市等からの委託料が減少傾向（助成金収入も減少） 

　　　・ 定年は60歳であるが、継続雇用により現在は63歳まで働けるが、体力、気力共に

衰えた福祉就労社員のため、ゆったりと働ける環境づくりの構築が必要 

 

４．神戸市における就労支援 

　漓 障害者就労推進センターによる支援 

　　盧 神戸市障害者就労推進センター（平成8年度～） 

　　　　i   設置等 

　　　・ 設置・・・神戸市　　運営・・・（福）神戸聖隷福祉事業団 

　　　　 神戸市障害者就労推進センター　　　　市委託事業　　　　　平成8年度～ 

　　　　 ワークセンターひょうご　　　　　　　就労移行支援事業　　平成8年度～ 

　　　　 神戸障害者就業・生活支援センター　　国委託事業　　　　　平成16年度～ 
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　　　　 障害者専門（無料）職業紹介所　　　　県委託事業　　　　　平成16年度～ 

　　　　ii  内容 

　　　・ 全市的な就労支援拠点として、障害者に対して就労相談、情報提供、職業訓練、

職場開拓、無料職業紹介、職場定着支援を実施 

　　　・ 労働機関、保健福祉機関、教育機関、企業、福祉施設等とのネットワーク「神戸

地域障害者雇用・就業支援ネットワーク」を構築 

　　　・ 18年度　相談3,608件、就職60名 

　　盪 神戸市北部地域障害者就労推進センター（平成18年度～） 

　　　・ 設置・・・神戸市　　運営・・・（福）フレンド 

　　　・ 障害者就労推進センターの北部地域ブランチとして平成18年5月に開設。 

　　　　 地域に密着した就労支援を実施 

　　　・ 18年度　相談413件、就職11名 

　　　・ 平成22年度までに東部及び西部に設置 

 

５．今後の課題 

　障害者雇用促進法の改正や自立支援法の施行により、知的障害者の雇用も大きく進展し、

神戸市においても様々な専門的な支援機関が設置され、充実した就労支援が展開されつつあ

るが、今後は、一人ひとりのニーズに応じた、いわゆるオーダーメードのサービスが提供で

きる仕組みづくりと、一人ひとりに応じたライフプランナーの存在が必要ではないかと考え

る。 
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奈良県の相談支援体制整備について 

１　奈良県の現状 

　〇17年度までの県内の相談支援事業の実施状況は、市町村地域生活支援事業は県内39市町

村のうち4市のみであり、市町村の相談支援事業に対する意識は低く、事業の実施は極め

て低調であった。 

　〇また、県が実施している地域療育等支援事業は県内3か所、知的障害者生活支援事業は県

内3か所、就業・生活支援センターは県内2か所など、全体として相談支援の拠点は乏し

い状況にあった。 

 

２　取り組むべき方向 

　〇平成17年度に障害者基本法に基づき策定した「奈良県障害者長期計画2005」の重点的な

取組課題の1つとして、県内を5圏域に設定し各圏域ごとに相談支援体制の整備を図るこ

ととした。 

　〇一方、県ケアマネジメント推進委員会においても、各圏域ごとに中核となる相談支援拠

点を整備し、市町村に対して指導的な役割を果たす相談支援担当者を配置すべきことな

どの提言をいただいた。また併せて、知的障害者や精神障害者などの生活支援や就労支

援を行う就業・生活支援センターの支援方法を参考にした、3障害統合の総合的な相談支

援体制を図ることも協議をしていただいた。 

 

３　障害者自立支援法における相談支援事業 

　　～知的障害者生活支援事業から総合相談支援体制整備事業へ～ 

　〇平成18年4月から障害者自立支援法が施行され、相談支援事業の県の役割と市町村の役割

が明確に示されたことで、県は市町村に対する広域的な支援にいち早く取り組む必要性

を強く意識し、18年度の当初から前倒しをして、市町村の広域的支援を開始することと

した。 

　〇併せて、「奈良県障害者長期計画2005」の整備方針や県ケアマネジメント推進委員会か

ら移行して新たに設置した県自立支援協議会の提言を考慮して、知的障害者生活支援事

業から総合相談支援事業への移行を考えるとともに、現行の知的障害者生活支援事業の

利用者に対するサービスの低下が起きないよう配慮した。 

奈良県のとりくみについて 

奈良県福祉部障害福祉課地域生活支援係長 
藤田　諭亭 
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　〇これらを踏まえて、県においては、知的障害者生活支援を含む3障害を対象にした総合相

談支援事業を行うこととし、障害者福祉関係の施設を経営する社会福祉法人等に対して

企画立案方式により事業者を選考した。 

　〇その結果、中和圏域においては、17年度の知的障害者生活支援事業の実績が評価された「り

えぞんネットたかとり」、西和圏域においては、知的障害者と精神障害者に対する連携

した支援を実践している「ふらっと」、東和圏域においては、知的障害者の地域生活移

行に特に重点的な支援を行っている「ひまわりの家」、南和圏域においては、社会資源

が乏しい地域特性の中で工夫している知的障害児施設「吉野学園」の4事業者を選定し、

7月から事業を実施することとした。 

 

４　県のめざす相談支援体制整備 

　〇現在、県内の市町村に対して、障害のある方の相談支援事業の必要性や事業の実施主体

であることの意識付け、地域自立支援協議会の役割の重要性などを呼びかけることによ

る相談支援のネットワークづくりなど、積極的に推進しているところであるが、今後も

引き続き、総合相談支援体制整備事業など県の広域的な相談支援事業を今後も積極的に

進めていく。 

　〇このことにより、従前から本県の大きな課題であった相談支援事業が未整備な市町村に

対し明確な方向を示して、県全体の相談支援体制整備をめざしたいと考えているところ

である。 
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奈良県総合相談支援体制整備事業について 

１　事業概要 
　漓安心して暮らすことのできる地域づくり 
　　・相談支援＜事業＞、地域自立支援協議会＜地域課題共有＞は必要不可欠 
　滷地域生活支援事業における県の重要な役割 
　　・広域的な支援事業　→　市町村を圏域単位で支援【資料3】 
　澆プロポーザル方式による選定 
　　・事業者の理念、実際の担当者の力量等を審査　→　圏域マネージャーの配置 
 
２　圏域マネージャーの役割、業務 
　漓圏域における相談支援ネットワークづくり 
　・圏域における行政、関係機関、事業者等に対する具体的な助言、支援 
　・ネットワークづくりのための会議、講習会、研修会の主催（県と共催） 
　滷困難な相談事例（個別ケース）などに関する助言、支援 
　澆県自立支援協議会への出席、報告 
　・定期報告書による発表（2か月に1回） 
　・年度末に年間報告書の提出（年1回） 
　潺圏域マネージャー会議の主催 
　・圏域マネージャー全員により、現況確認及び今後の活動方針について協議（約月1回） 
 
３　18年度取り組み結果 
　漓相談支援事業及び地域自立支援協議会の必要性･重要性などを呼びかけ 
　・市町村担当課長会議、圏域ワーキング会議等 
　滷相談支援事業及び地域自立支援協議会の立ち上げ支援【資料4】 
　・複数の市町村による共同事業、共同設置を推奨　→　市町村勉強会への参加 
　・地域自立支援協議会は、地域の課題をテーマにした部会づくりからスタート 
　澆県自立支援協議会への出席、報告 
　・県自立支援協議会における報告（年4回） 
　・圏域マネージャー会議における協議（年8回） 
 
４　19年度取り組み方針 
　漓継続実施　→　18年度取り組みの充実、強化 
　滷体制整備　→　地域ケアシステムの検討【資料5】 
　澆情報発信　→　ニューズレター「圏域まねーじゃ～なる」の作成、配布（6月～年5回程度予定） 
　潺人材育成　→　圏域ごとに複数の指導者を養成「スーパーバイザー養成研修」に圏域のリーダー役

として参加（5月～のべ3日間程度） 
 
（別添） 
資料3　圏域図 
資料4　相談支援事業・地域自立支援協議会実施状況 
資料5　地域ケアシステムイメージ図 
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奈良県福祉部障害福祉課 

障害福祉計画における区域の設定については、「奈良県障害者長期計画2005」
に定める5つの障害福祉圏域を適用します。 
 

障害福祉圏域図 

資料出所　面積：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調査」 
　　　　　　　　平成17年10月1日 
　　　　　人口：県統計課「奈良県推計人口調査」平成18年6月1日 

奈良圏域 面積：276.84裄（7.50％） 
人口：369,249人（26.05％） 

東和圏域 

面積：658.05裄（17.83％） 
人口：227,748人（16.07％） 

南和圏域 

面積：2,346.83裄（63.58％） 
人口：88,558人（6.25％） 

西和圏域 

面積：168.57裄（4.57％） 
人口：351,403人（24.79％） 

中和圏域 

面積：240.80裄（6.52％） 
人口：380,629人（26.85％） 
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～　相談支援事業・地域自立支援協議会　実施状況について　～ 

奈良県福祉部障害福祉課 

平成19年8月末現在 

市 町 村 名  
圏
域
名 

奈
　
良 

西
　
和 

中
　
和 
東
　
和 

南
　
和 

相談支援事業 

身体 

東大寺整肢園 
総合福祉センター事業所 

仔鹿園相談 
支援センター 相談支援事業所ウイング 

相談支援事業所歩っと 
相談支援事業所夢 

障がい部会、就労支援部会、相談支援部会、 
権利擁護部会、居住支援部会、療育・子育て部会、 
特別支援教育部会を立ち上げ 

平成18年8月組織立ち上げ 

平成19年度組織立ち上げ就労支援部会、 
精神障害部会等に分かれて取り組み 

西和7町で共同設置 
平成19年度部会構成：就労支援部会、精神障害部会、 
　　　　　　　　　　日中活動系部会等に分かれて取 
　　　　　　　　　　り組み 

大和高田市、香芝市、葛城市、広陵町で共同設置 
平成19年10月26日第1回開催予定 

橿原市、高取町、明日香村で共同設置 
平成19年7月27日第1回開催 

市単独での立ち上げを検討中 

市単独での立ち上げを検討中 

検討中 

平成19年度中立ち上げを検討 

村単独での立ち上げを検討中 

平成19年度中検討 

検討中 

検討中 

別の組織で役割を担うことを検討中 

検討中 

単独設置で、福祉計画策定委員にて18年度中に組織済 

平成19年4月1日より単独設置済 

検討中 

平成19年度組織立ち上げ（委員については検討中） 

現在、下北山村障害者施策推進協議会で役割を兼ねている 

上北山村障害者施策推進協議会で役割を担うことを検討中 

19年7月組織立ち上げ 

平成19年6月6日第1回開催 

五條市、吉野町、大淀町、下市町で共同設置 
平成19年4月26日第1回開催、平成19年7月23日第2回開催 

障がい者生活支援センターこすもす 
たんぽぽ生活支援センター 

平成18年4月より委託（生活支援センターかざぐるま、 
こども支援センターあすなろ、コスモールいこま） 

平成18年4月より委託 
（はあと、にこにこ、ふらっと） 

西和7町でH18年10月より委託 
（ななつぼし） 

平成18年10月より委託 
（地域生活支援センターもちつもたれつ） 

村直営が中心 
一部事業委託を検討 

平成19年6月より委託（どんぐり、ゆらくの里） 

平成19年7月より委託（どんぐり、ゆらくの里） 

平成19年6月より委託（どんぐり、ゆらくの里） 

橿原市障害者生活支援センター（直営） 

町直営で対応 

村直営で対応 

市直営で対応、今後委託予定 

平成18年10月より委託 
（地域生活支援センターのどか） 

村直営が中心　一部事業委託を検討  

委託を検討  

村直営で対応   

村直営で対応   

村直営で対応   

平成19年4月より委託（地域生活支援センター「のどか」）  

平成18年10月より委託（こだまの里） 
【20年4月より地活Ⅲ型立ち上げ予定。併せて相談支援事業委託】 

村直営で対応 

市直営が中心 

平成18年10月より委託（桜井市社会福祉協議会）   

平成18年10月より委託（心境荘苑）   

村直営が中心　一部事業委託を検討   

町直営で対応　委託を検討   

町直営で対応　委託を検討   

委託を検討   

村直営で対応　委託を検討   

平成19年6月より御杖村社会福祉協議会へ委託 

知的 精神 
地域自立支援協議会 

生　駒　市 

大山郡山市 

大和高田市 

香　芝　市 

広　陵　町 

 

葛　城　市 

 

橿　原　市 

高　取　町 

明 日 香 村  

御　所　市 

天　理　市 

桜　井　市 

宇　陀　市 

山　添　村 

川　西　町 

三　宅　町 

田 原 本 町  

曽　爾　村 

御　杖　村 

五　條　市 

吉　野　町 

大　淀　町 

下　市　町 

黒　滝　村 

天　川　村 

野 迫 川 村  

十 津 川 村  

下 北 山 村  

上 北 山 村  

川　上　村 

東 吉 野 村  

平　群　町 

三　郷　町 

斑　鳩　町 

安　堵　町 

上　牧　町 

王　寺　町 

河　合　町 

奈　良　市 

18年10月より委託（まん
だらトポス、精神障害者
生活支援センターなっつ） 

平成18年10月より委託
（精神障害者地域生活
支援センターぴあぽーと） 

平成18年4月より委託
相談支援事業所歩っと 

18年10月より委託 
（精神障害者生活
支援センターなっつ） 
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学ぶ・働く・生きる・ 
暮らす・楽しむを支える 

１部　芝居仕立ての 
　　　「行列の出来ない法律事務所」 
　　　　辻川法律事務所 
　　　　　弁護士　辻川圭乃 
　　　　　《P&A大阪》 
 
２部　疑似体験をしてみよう！ 
　　　　美作大学　薬師寺研究室　 
　　　　美作福祉部隊 
　　　　「リカイヒロメタインジャー」 
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辻川圭乃　Tamano Tsujikawa  
 

弁護士。大阪弁護士会所属。P＆A大阪代表。大阪市育成会理事。「ア

ドボカシー･インストラクター養成講座」などを展開中。著書に『障

害のある人にやさしい法律相談所』『実録刑事弁護』。編著『知的

障害者刑事弁護マニュアル』 

「障がいがあってもえぇがん」をモットーに地域における障がい者

理解と支援の輪を広げるために、美作大学の8人の学生と一人の教

員により結成されたプロジェクトチームです。 

 

活動内容 

一般機関部隊――行政機関・公共交通機関に従事する方々、接客業

に従事する方々、また地域住民の方々を対象に、障がい者理解を広

げるための企画を行っています。 

教育機関部隊――未来の担い手となる生徒・学生の方々を対象に、

障がい者理解を広める企画を行っています。 

美作大学　薬師寺研究室 

　美作福祉部隊「リカイヒロメタインジャー」 
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64

アメリカには、連邦法によって設置されているP＆A（プロテクション・アンド・アドボカシー）という権利擁護機

関が各州にあります。州からの補助金や独自の資金でさまざまな権利擁護活動を行っています。たとえば、イ

リノイ州のP＆Aは、障害者本人や親へのアドボケイト活動・法律相談・政策立案とロビイ活動・裁判闘争に

よる制度変革・マスコミ対策－－などを行っています。ところが、日本にはこのような法律に基づいた障害者

の権利擁護機関が存在しません。いろいろな民間機関やオンブズマンや弁護士が各地で散発的に権利擁

護活動を行っているに過ぎません。P＆A－大阪（愛称PAO、パオ）は、アメリカ・イリノイ州の権利擁護機関

や研究者たちと連携し、日本でも元気で、明るく、広い視野で障害者の権利擁護をめぐる研究と啓発活動を

行うP＆A―JAPAN（PAJ）の中で、主に大阪地区を中心に活動する任意団体です。 

2001年6月に全国の障害当事者や福祉関係者や親などでアメリカ・イリノイ州に研修に行き、イリノイ州の権利擁護シス

テムや、障害者や支援者に対するアドボケイト・ワークショップ「立ち上がろう、自分の力で」（Taking Charge!）など多く

のことを学びました。そこでPAJはイリノイ情報を皆さんにお伝えすることにしました。同年9月以降、イリノイ州の社会福

祉法人「レイ・グラハム」の権利擁護部局弁護士スーザン・マクマホン、イリノイ大ナンシー・コバ、ランバート市警察署の

知的障害者担当の刑事、マリリン・ジョンソン各氏等が来日し、各地で講演会やワークショップを開催しました。PAOでも

その手法をもとに障害当事者や支援者の人権擁護（セルフアドボカシー、エンパワメント）をテーマにしたワークショップ

を開催しています。 

★ （立ち上がろう自分の力で！Taking Charge!〕ワークショップ ★ 

厚生労働省の厚生科学研究助成により、警察官のための「知的障害者ハンドブック」を作成。警察庁と協力して全国

の警察署や交番や駐在所に約3万部、そのうち大阪府警には900部を配布しました。その他にも、警察官に作業所等

に交通安全や悪徳商法防止の講師に来てもらい、知的な障害のある人たちと触れ合うことによって知的障害のことを

わかってもらおうと、ふれあい教室を行うなど、「警察官に知的障害をわかってもらおうプロジェクト（警察プロジェクト）」

を展開しています。 

★ 警察を巻き込んだ地域生活のセーフティネットの構築 ★ 

独立行政法人福祉医療機構の助成を受け、コンビニ等に働く店員の方のためのパンフレット「たのんます！サポーター

のお店。」を作成。知的な障害のある人が地域で安心して暮らせるようにするためのセーフティネット構築を目指してい

ます（コンビニプロジェクト）。また、鉄道やバスなどの「交通機関で働くみなさまへーサポーターになってください」（ぽっ

ぽやプロジェクト）のパンフやQ＆Aの冊子の作成を行い、障害のある人への理解を広める活動を展開しています。さら

に、知的な障害のある人の権利擁護の担い手を養成する「アドボカシー・インストラクター養成講座」など、日本全国で

幅広い理解啓発活動を展開中です。 

★ 知的障害のある人のセーフティネット構築を目指して ★ 

れんぽうほう せっち けん  り  よう  ご き 

かん かくしゅう しゅう ほ  じょ きん どく  じ し  きん けん  り  よう  ご  かつどう おこな 

しゅう おや かつどう そうだん ほう りつ せい さく りつあん かつどう さいばん とう そう しょうがいしゃほんにん 

せい  ど へんかく たい さく おこな にほん ほう りつ もと しょうがい しゃ 

き かん けん  り  よう  ご そんざい みんかん き かん かく  ち さんぱつてき けん  り  よう べん ご   し 

ご かつどう す おおさか しゅう けんりようごきかん あいしょう 

けんきゅうしゃ れんけい にほん げん き あか けんきゅう けいはつかつどう ひろ けん  り  よう  ご しょうがいしゃ し や  

おこな 

ねん がつ ぜんこく しょ がい とう  じ  しゃ ふく  し かんけい しゃ おや しゅう しゅう けん  り  よう  ご い けんしゅう 

しょうがいしゃ し えん しゃ たい た ち じ ぶん ちから おお 

まな みな つた どうねん がつ い こう しゅう しゃかい ふく じょうほう 

し ほうじん けん  り  よう  ご べんご  し ぶきょく だい し  けいさつしょ 

ち てきしょうがいしゃ たんとう けい じ かく  し  とう らいにち かく  ち こうえんかい かいさい 

しゅほう し えん しゃ じんけん よう  ご とう  じ  しゃ しょうがい 

かいさい 

こうせいろうどうしょう こうせい か がくけんきゅうじょせい けいさつかん ち てきしょうがいしゃ さくせい けいさつちょう きょうりょく ぜんこく 

けいさつしょ こうばん ちゅうざいしょ やく おおさか ふ けい ぶ はい ふ ほか けいさつかん さ  ぎょうしょ とう まん ぶ 

こうつうあんぜん こう  し き ち てき ひと ふ あ ち てきしょうがい しょうがい あく とく しょうほうぼう  し 

きょうしつ おこな けいさつかん ち てきしょうがい けいさつ 

てんかい 

どく りつぎょうせいほうじんふく  し   い りょう  き  こう じょせい う とう はたら てんいん かた 

みせ さくせい ち てき しょうがい ひと ち いき あんしん く こう ちく め ざ 

てつどう こうつう き かん はたら 

さっし さくせい しょうがい ひと り かい ひろ かつどう てんかい 

ち てき しょうがい ひと にな て ようせい ようせいこう  ざ にほんぜんこく けん  り  よう  ご 

はばひろ てんかいちゅう り かいけいはつかつどう 

た 

けいさつ 

ち  てき しょうがい ひと こうちく め　ざ 

ま こ こうちく ち  いき せい かつ 

あ ちから じ ぶん 

なか おも かつどう にん い だんたい ちゅうしん おおさか ち   く 



第46回　近畿知的障害者福祉大会 

（併催　第37回奈良県手をつなぐ育成会研究大会奈良市大会） 
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司会：中川直子 

オープニング　－ミニコンサート－ 

近畿みんなで集まる会会長・奈良県知事・奈良市長 

各府県・市代表者の発表 

（会場参加者とともに） 

（1）（2）合同　『アート』『ミュージック』のコラボレーション 

作品展示・各府県・市代表者発表（各15分以内） 

会場参加者とともに楽しむ 

奈良県手をつなぐ育成会「本人の会」サンメイト　会長　平山美代子 

奈良県手をつなぐ育成会「本人の会」サンメイト　榎本香織　岡崎貴彦 

和歌山県 

受 付  

開 会  

 

挨 拶  

発 表  

リハーサル  

昼 食  

発 表  

 

 

報 告  

決 議 文  

次期開催地 

挨 拶  
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15：10

デイケア開始 

司会：中川直子 

オープニング　－ミニコンサート－　マンツーマンボランティアと共に 

近畿みんなで集まる会会長・奈良県知事・奈良市長 

 

（1）（2）合同　『アート』『ミュージック』のコラボレーション 

作品展示・各府県・市代表者発表（各15分以内） 

会場参加者とともに楽しむ 

奈良県手をつなぐ育成会「本人の会」サンメイト　会長　平山美代子 

奈良県手をつなぐ育成会「本人の会」サンメイト　榎本香織　岡崎貴彦 

和歌山県 

受 付  

開 会  

 

挨 拶  

自由な創作活動 

昼 食  

発 表  

 

 

報 告  

決 議 文  

次期開催地 

挨 拶  
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本人大会（1） 

会場なら100年会館（中ホール） 

みんなで考えよう・みんなで楽しもう 

～こんな意見があるよ・こんな趣味があるよ～ 

本人大会（2）〔デイケア〕 

会場なら100年会館（中ホール） 

みんなでつくろう・みんなであそぼう 

～こんなんつくってみました～ 
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梅木佳子（奈良市音楽療法士） 

　社会福祉法人　奈良市社会福祉協議会 

　奈良市総合福祉センター 

　音楽療法推進室　【場所】鳴川町37－4 

　蕁 ０７４２－２７－０１０１　FAX ０７４２－２０－８０２５ 

 

音楽療法 

　音楽を架け橋とした誰もがいきいきとくらせる福祉のまちづくりを目指して、奈良市音楽

療法士が奈良市音楽療法ボランティアとともに、音楽療法の実践・普及を進め、実践研究と

情報の発信を行っています。 

○音楽療法の実践・普及 

　「療法」及び「予防・保健」を目的とした音楽療法の実践・普及に努めています。 

○地域交流活動の促進 

　地域住民や福祉関係者と連携を取りながら、子育て支援をはじめとする地域のニーズに即

した地域交流活動を積極的に展開しています。 

○実践研究と啓発 

　音楽療法の実践研究を通じて、利用者のニーズに即した実践に必要な資質の向上を図ると

ともに、それらの成果を自治体による先駆的取り組みとして発信することにより、国家資格

制度化など、専門的にサービスとしての確立を目指しています。 

ぼくたち・わたしたちの発表を支え、 

　　　ともに楽しみをつくってくださる皆さん 
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ハッピーフラワーバンド 

 

　2002年2月、『笑顔の花を咲かせよう』のテーマで始まった第4回春咲きコンサート。奈良市

内の福祉作業所、福祉施設、養護学校、市民ボランティアなど、子供からお年寄りまで48団体、

約1,000名近くが一つになり、それぞれの春（＝感性）を咲かせ（＝表現）ました。来場者数約

3,000名と大盛況。福祉の花が年々咲きそろいました。 

 

　今、奈良市では、公的機関が音楽療法を手がけてくださっています。児童福祉・障がい者福

祉・高齢者福祉、この福祉の3本柱に奈良市音楽療法士が関わり、奈良市の福祉対象者全般を

理解するスタッフを育成し、福祉サービス調整会議（障がい者のケース会議）を開催する時、

CW・SW・OT・PT・STと同じく音楽療法士（MT）の必要性が求められると思います。 

　奈良市では、福祉と音楽が一体となったまちづくりが行われ、音楽による健康づくりが取り

組まれています。そのような地域環境の中、「春咲きコンサート」は、音楽療法をベースとし

た《福祉ネットワークづくり》を基本としています。このような思いの上に育ってきた「春咲

きコンサート」に新しい生命が誕生しました。 

 

ハッピーフラワーバンド　＝　幸せという花を咲かす仲間たち 

 

　同じ目的を持って働く施設／作業所のスタッフが、『音』を楽しむという目的を持って集ま

り、その楽しみを多くの方と共に分かち合いたい、そんな音楽集団が出来ました。 

　今、奈良市では各種の福祉ネットワークづくりをしています。授産品のネットワーク／食の

ネットワーク／就労支援のネットワーク／生活支援のネットワーク、総て障がい者本人への支

援ネットワークです。このハッピーフラワーバンドも音楽のネットワークとして障がい者支援

の役割を担っていきたいと考えています。 

 

　そして、ハッピーフラワーバンドが「何時でも」「何処でも」「誰にでも」気軽に施設や作

業所内で「音楽」を提供でき、障がいを持つ人たちの心のケアーが出来ることを目標として活

動を続けていきます。 

67

え がお はな さ はじ だい かい はる さ な ら し ねん がつ 

ない さ ぎょうしょ ふく し しせつ ふく し がっこう よう ご し みん こ ども とし よ だんたい 

やく めい ちか ひと はる かんせい さ ひょうげん らいじょうしゃすう やく 

めい だいせいきょう ふく し はな ねんねん さ 

いま な ら し き かん こうてき おんがくりょうほう て ふく し じ どう しょう しゃ ふく 

し こうれいしゃ ふく し ふく し ぼんばしら な ら し な ら し おんがくりょうほう し ふく し たいしょうしゃ ぜんぱん かか 

り かい いくせい ふく し かい ぎ ちょうせい しょう しゃ かい ぎ かいさい とき 

おな おんがくりょうほうし ひつようせい もと おも 

な ら し ふく し おんがく おんがく けんこう と いったい おこな 

く ち いきかんきょう なか はる おんがくりょうほう さ 

ふく し き ほん おも うえ そだ はる さ 

あたら せいめい たんじょう 

しあわ はな さ なか ま 

おな もくてき も はたら し せつ さ ぎょうしょ おと たの もくてき も あつ 

たの おお かた とも わ あ おんがくしゅうだん で き 

いま な ら し かくしゅ ふく し じゅさんひん しょく 

しゅうろう し えん せいかつ し えん すべ しょう しゃ ほんにん し 

えん おんがく しょう しゃ しえん 

やくわり にな かんが 

い  つ ど  こ だれ き がる し せつ さ 

ぎょう しょ ない おんがく ていきょう しょう も ひと こころ で き もくひょう かつ 

どう つづ 
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メンバー紹介 

須加宮寮……………………………………芝 有 紀 子  

青丹学園……………………………………溝 渕 和 寛  

山の辺病院…………………………………寺 岡 万 璃  

成美学寮……………………………………沢田かおり 

登美学園……………………………………飯 田 智 子  

天理よろづ相談所病院……………………西村恵理子 

山の辺病院…………………………………豊 岡 弥 生  

なら介護福祉ネット………………………宮 本 園 子  

天理よろづ相談所病院……………………高 石 良 香  

帝塚山大学…………………………………藤 田 幸 紀  

あおはに……………………………………鈴 木 康 裕  

ホームヘルプステーションばくのゆめ…岡 本 清 彦  

青丹学園……………………………………飯 島 　 禎 

奈良苑………………………………………右 手 香 織  

大阪芸術大学………………………………古 川 周 平  

山の辺病院…………………………………川 辺 恵 美  

山の辺病院…………………………………中 谷 志 保  

障害福祉サービスセンターあゆみ………古 川 智 子  

ふきのとう…………………………………今 井 秀 樹  

す が や りょう しば ゆ き こ 

みぞ ぶち かず ひろ 

てら おか ま り 

さわ だ 

いい だ とも こ 

にし むら え り こ 

とよ おか や よ い  

みや もと その こ 

たか いし よし か 

ふじ た ゆ き 

すず き やす ひろ 

おか もと きよ ひこ 

いい じま ただし 

う て か おり 

かわ べ めぐ み 

いま い ひで き 

なか や し ほ 

せいたんがくえん 

やま べ びょう いん 

やま べ びょう いん 

やま べ びょう いん 

やま べ びょう いん 

せい び がく りょう 

と み がくえん 

びょう いん てん  り そうだんしょ 

びょう いん てん  り そうだんしょ 

かい  ご ふく  し 

て づかやまだいがく 

せいたんがくえん 

な ら えん 

おおさか げい じゅつ だいがく 

しょう がい ふく し ふる かわ さと こ 

ふる かわ しゅう へい 

かい しょう 



ほん 

はっぴょうしゃ 
たけ  むら こう ぞう 

しょ ぞく ざい  だん  ほう じん  ひょう ご けん  て いく せい  かい  

にん たい かい 

ぜん  に  ほん  かつ どう かつ どう にしのみや 
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発表者 竹村広造 

所　属 財団法人　兵庫県手をつなぐ育成会 

タイトル 「全日本での活動、西宮での活動」 

本　人　大　会　（1）　　　　　　　　　　 
みんなで考えよう。 

みんなで楽しもう。 

かんが 

たの 
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発表者 西森一生・上田仁美 

所　属 社団法人　京都手をつなぐ育成会 

タイトル ピアノ演奏 

本　人　大　会　（1）　　　　　　　　　　 
みんなで考えよう。 

みんなで楽しもう。 

かんが 

たの 

はっぴょうしゃ 
にし  もり かず  お  うえ  だ  ひと  み  

しょ ぞく しゃ だん  ほう じん  きょう と て いく せい  かい  

えんそう  

ほん にん たい かい 
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発表者 くじらサークル《野澤大輔・桝田佳江》 

所　属 新宮東牟婁手をつなぐ育成会 

タイトル 「はじめまして！くじらサークルです」 

本　人　大　会　（1）　　　　　　　　　　 
みんなで考えよう。 

みんなで楽しもう。 

かんが 

たの 

はっぴょうしゃ 
の  ざわ  だい  すけ  ます  だ  よし  え  

しょ ぞく む　 ろ しん  ぐう ひがし て いく せい  かい  

ほん にん たい かい 
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くじらサークル　参 考 資 料 
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発表者 
住中和哉　山本重夫　竹下友香　中地祥子　徳網桂子　 

友保貴裕　西原辰三　　　　　　　　　　　　　　　　以上7名 

所　属 社団法人　神戸市手をつなぐ育成会 

タイトル 
「てとて」をつなごう！ 

～　18年度「てとて」活動報告　～ 

てとて　は、知的障害者の余暇活動の充実、「地域で共に生きる」ことの

啓発、地域における仲間づくり・ネットワークづくりを目的（学習課題）に、

障害者本人と支援者が事業を実施し、中央支部が支援する知的障害者本人

余暇活動です。 

原則として、中央支部会員子女の障害者本人（一人で参加活動できる18歳

以上）が、毎月第1日曜日午前中に活動しています。 

《てとて会員》　31名（男17名・女14名）　19. 3末現在 

内　OB会員　4名（中央支部から転居の会員） 

準会員　6名（神前ホーム。御影山手ホームの利用者） 

 

《てとて支援者》　代表：戸江　会計：岩野　黒岩　書記：闍岡 

本人リーダー：住中、山本（重）、山野井、高橋、余田、中地、徳網、竹下（8名）19年度 

支援者：　　　戸江、菊川、呉、巣河・佐長（神戸龍谷高校） 

本宮、岩野、池野本、四柳、指方、金元、西川、梶原、川越（以上社会人）、 

川口、大西、市川、中田、久貝、松本、黒岩、松永、三浦（以上大学生） 

神戸龍谷高校JVC、福祉コース生徒達　他 

本　人　大　会　（1）　　　　　　　　　　 
みんなで考えよう。 

みんなで楽しもう。 

かんが 

たの 

はっぴょうしゃ 

すみなかかずや  

ともやすたかひろ 

やまもとしげお  

にしはらたつぞう 

たけしたゆうか  なかちしょうこ  とくあみけいこ  

い じょう めい 

しょ ぞく しゃ  だん   ほう  じん こう 

ねん ど か つ どうほうこく  

べ し て いく せい かい 

ち てき よ　か かつどう じゅうじつ ち いき とも い 

がくしゅう もくてき なか ま ち いき けいはつ 

しょうがいしゃ ほんにん 

よ　か 

げんそく ちゅうおう し　ぶ かいいん し じょ しょうがいしゃ ほんにん さん か かつどう さい ひとり 

いじょう 

かいいん 

かいいん 

じゅんかいいん 

し えんしゃ と　え かいけい いわ の くろいわ しょ  き たかおか だいひょう 

ほんにん すみなか 

し えん しゃ と　え きくかわ くれ す  が さ なが こう べ りゅうこく こうこう 

こう べ りゅうこく こうこう 

ほんみや いわ の いけ の もと かねもと にしかわ かじわら かわごえ い じょうしゃかいじん 

い じょうだいがくせい かわぐち おおにし いちかわ なか た まつもと くろいわ まつなが み うら 

ふく し せい と たち ほか 

たかはし よ  だ なか ち とくあみ たけした めい ねん ど やまもと しげ やま の  い 

かいいん 

おとこ めい 

めい 

めい しんぜん み かげ やま て り よう しゃ 

ちゅうおう し  ぶ てん きょ うち 

おんな めい まつげんざい 

まいつきだい にちよう び かつどう ご ぜんちゅう 

かつどう 

し えんしゃ じっ し し えん ち てき ほんにん しょうがいしゃ ちゅうおう し　ぶ じ ぎょう 

か だい 

しょうがいしゃ 

ほん にん たい かい 
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平成19年度「てとて」活動について 

平成19年3月25日（日） 

4月 

5月 

 

 

 

6月 

 

7月 

 

 

 

8月 

 

9月 

 

 

10月 

 

 

 

11月 

 

 

12月 

 

1月 

 

 

 

2月 

 

3月 

（土）日帰りバス旅行 

（祝）特別プログラム（陶芸） 

 ［丹波伝統工芸公園立杭陶の郷］ 

 

 

（日）開講プログラム（卓球） 

（日）野球観戦（オリックス戦） 

（土）選択プログラム 

　　　・プール（午前） 

　　　・バドミントン（午後） 

（日）テニス 

（土）・27（日）六甲山宿泊訓練 

 

（土）市知連合同レクレーション 

　　　　 ふれあいコンサート 

（日）「せるくる」バーベキュー 

（日）グランドゴルフ 

 ［神戸龍谷高校］ 

（土）全国障害者 

              のじぎく国体観戦 

（日）お楽しみ会 

（日）青年「元気」主催音楽祭参加 

 

（日）支部クリスマス会 

 

（日）新年会 

　　　・カラオケ／ボーリング 

 ［ラウンドワン］ 

　　　・東天紅バイキング料理 

（日）音楽プログラム（和太鼓） 

（日）音楽プログラム（音楽療法） 

（日）「てとて」閉講式 

8 

3 

 

 

 

11 

25 

 1 

 

 

16 

26 

 

2 

 

10 

1 

 

14 

 

5 

26 

 

10 

 

22 

 

 

 

5 

25 

25

平成18年度「てとて」活動 

4月 

5月 

 

 

 

6月 

 

7月 

 

 

 

8月 

 

9月 

 

 

10月 

 

 

 

11月 

 

 

12月 

 

1月 

 

 

 

2月 

 

3月 

（土）日帰りバス旅行支部 

（祝）特別プログラム（陶芸） 

 ［エンバ美術館］ 

（日）バーベキュー 

 ［しあわせの村］ 

（日）開講プログラム（卓球） 

 

選択プログラム 

・プール　・テニス 

・老人ホーム訪問 

・プロ野球オリックス戦観戦 

（土）・26（日）六甲山宿泊訓練 

 （登山・六甲牧場） 

（日）近畿大会参加（奈良） 

 

 

（日）グランドゴルフ 

 ［神戸龍谷高校］ 

 

 

（土）市知連合同 

                レクレーション参加 

　　　お楽しみ（USJや吉本新喜劇） 

（日）支部クリスマス会 

 ［ホテルサンルート神戸］ 

新年会 

・カラオケ 

・ボーリング 

 

　　　音楽プログラム 

 

　　　「てとて」閉講式 

7 

3 

 

6 

 

3 

 

 

 

 

 

25 

 

9 

 

 

7 

 

 

 

10 

 

 

9

平成19年度「てとて」活動予定（案） 
へいせい 

がつ ど ひがえ りょこう ど ひ がえ りょこう し ぶ 

がつ しゅく とくべつ とうげい しゅく とくべつ とうげい 

たん ば でんとうこうげいこうえん たちくいすえ さと び じゅつかん 

にち 

にち 

むら 

がつ にち かいこう たっきゅう かいこう たっきゅう 

にち 

にち や きゅう せんかんせん 

にち 

にち 

にち ど 

にち おんがく おんがく 

おんがく おんがく りょうほう 

わ だい こ 

にち 

にち 

にち 

にち 

にち へいこうしき へいこうしき 

しんねんかい しんねんかい 

し ぶ かい し ぶ かい 

たの かい 

にち ろっこうさん しゅくはく くんれん 

やきゅう 

がつ ど 

ど にち ろっこうさん しゅくはく くんれん ど 

ど にち 

にち 

にち 

きん き たいかい さん か な　ら 

ど 

し ち れんごうどう 

し ち れんごうどう 

せんたく せんたく 

ご ぜん 

ご  ご ほうもん ろうじん 

がつ 

と ざん ろっこう ぼくじょう 

がつ 

がつ 

こう べ りゅうこく こうこう こう べ りゅうこく こうこう 

ぜんこく しょうがいしゃ 

かんせん こくたい 

がつ 

せいねん げん き 
さん か 

しゅさい おんがくさい さん か 

たの よしもと しん き げき 

がつ 

こう べ 

がつ 

とうてんこう りょう り 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

がつ 

ねん ど かつどう へいせい ねん ど かつどう よ てい あん 

へいせい ねん　ど かつどう 

へいせい ねん がつ にち にち 

かんせん せん 
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「てとて」規約（ていかん） 
第一条　（会のなまえ） 

　　　　この会は「てとて」といい、神戸市手をつなぐ育成会 

　　　　中央支部本人の会である。 

第二条　（会の目的） 

　　　　この会の目的は、次のとおりである。 

　　　（１）みんなで仲良く、勉強をしたり、楽しいことをし 

　　　　　　たり、話し合ったり、自分自身が積極的に活動に 

　　　　　　取り組んでいこう。 

　　　（２）他の人の手助けをしよう。 

　　　（３）仲間をどんどん増やしていこう。 

第三条　（会の活動内容） 

　　　　この会では次のようなことをおこなう。 

　　　（１）勉強（社会、スポーツ、音楽など）。 

　　　（２）レクリエーション、交流会など。 

　　　（３）宿泊研修。 

　　　（４）話し合いや、相談。 

　　　（５）ほかの会（神戸市手をつなぐ育成会中央支部 

　　　　　　など）のお手伝い。 

　　　（６）第二条の目的を達成するための活動。 

やく き 

かい だい いち じょう 

だい に じょう 

さん じょう だい 

かい べ し て こう せい かい いく 

おう ちゅう し　ぶ ほん にん かい 

かい もく てき 

かい もく てき つぎ 

なか よ べん きょう たの 

はな　　　 あ 

はな　　　 あ 

じ　ぶん じ　しん せっきょくてき かつ どう 

と　　　く 

た ひと て だす 

なか ま ふ 

かい かつ ない よう どう 

かい つぎ 

きょう べん かい しゃ おん がく 

こうりゅうかい 

しゅくはくけんしゅう 

そう だん 

かい かい せい いく ちゅう おう し ぶ こう て し べ 

てつ　だ 

だい に じょう てき もく たっ せい かつ どう 
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第四条　（会費） 

　　　　（１）会員は毎年年会費として1500円を納める。 

　　　　（２）会員は会を開くために必要なお金はその会ごと 

　　　　　　　に納める。 

第五条　（役員） 

　　　　（１）この会には次の役員をおく。 

　　　　　リーダー　会をまとめ、会員の相談や悩みを聞く。 

　　　　　五人ぐらい 

　　　　（２）役員は毎年みんなで話し合いをして決めていく。 

　　　　（３）役員は何回やってもかまわない。 

第六条　（活動日） 

　　　　 この会は四月、五月をのぞく毎月の第一日曜日を 

　　　　 原則として活動日にする。 

　　　　 ただし、会場等の都合により、変わることもある。 

いん かい 

いん かい 

とし まい ねん かい ひ えん おさ 

じょう よん だい 

ろく じょう だい 

かい　ひ 

だい ご じょう 

かい ひら かね かい ひつよう 

おさ 

いん やく 

かい つぎ やく いん 

かい なや き いん かい だん そう 

ご　にん 

いん やく 

いん やく 

まい とし き はな　　　 あ 

なん かい 

かつどう び 

かい し　がつ ご　がつ つき まい だい いち にち よう び 

げん そく かつどう び 

かいじょうとう つ　ごう か 
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発表者 本人の会「サンメイト」と仲間たち 

所　属 社団法人　奈良県手をつなぐ育成会 

タイトル 踊りの発表 

（1）「よさこいソーラン」 

メンバーはサンメイト委員 

（2）「世界に一つだけの花」 

（3）「ゴリエのミッキー」 

「新成人のつどい」や「クリスマス会」でも発表 

サンメイトおなじみの曲です。 

鳴子を持ってリズミカルに！ 

みんなもよく知っている曲です。 

指に花をつけて踊ります。 

みんなで一緒に踊りましょう！ 

ポンポンを持って踊ります。 

楽しい曲なのでみんなで一緒に 

踊りましょう！ 

本　人　大　会　（1）　　　　　　　　　　 
みんなで考えよう。 

みんなで楽しもう。 

かんが 

たの 

い いん 

しんせいじん かい 

きょく 

なる こ も 

し 

おど 

おど も 

たの 

おど 

おど 

はな ゆび 

きょく 

きょく 

いっしょ 

いっしょ 

はっぴょう 

せ かい ひと はな 

はっぴょうしゃ 
ほん  にん  かい  なか   ま  

しょ ぞく な　  ら  けん  しゃ  だん   ほう  じん て  いく せい  かい  

おど はっ ぴょう 

ほん にん たい かい 
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奈良県育成会では本人の会「サンメイト」（会員数97名）を中心に本人活動を

行っています。ソフトボール・陸上競技・バウンドテニス・ハイキングなどの

スポーツクラブや料理教室・社会見学・クリスマス会などの活動に参加しスキ

ルアップを図っています。そして奈良県知的障害者・児体育大会の司会や準備

の担当等、奈良県育成会の新成人のつどいでは運営を手伝ったり、新成人を迎

えた仲間に歓迎の踊りや歌を披露したりと僕たち私たちのボランティア活動に

も取組んでいます。 

有岡みゆき・榎本香織・平山美代子・今城美登里・広瀬有利・今村康子 

中尾彰伸・橋本浩至・西山登・米田堅介・岡崎貴彦・吉川陽三 

辻井純・松坂洋志・西浦将統・奥本博士・高木昭光・牧野慎・真崎亮 

津野智美・吉田有希・鱒宏志・乾規九代・池純也・闊海紋・塚本英世 

門光徳・湯田均 

奈良県育成会本人の会「サンメイト」の紹介奈良県育成会本人の会「サンメイト」の紹介奈良県育成会本人の会「サンメイト」の紹介
　な　　ら 　けん　

いく　せい　かい　ほん　にん　　　　かい　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 しょう　かい

踊りのメンバー 

な　ら 

りょう り きょうしつ しゃかいけんがく かつどう 

かつどう 

さん か 

うんえい て つだ 

ぼく わたし 

とり く 

けん いくせいかい 

な　ら たんとうなど けん 

な　ら けん ち てき たいいくたいかい じ し かい じゅん び 

しんせいじん しんせいじん むか 

なか ま かんげい おど うた ひ ろう 

しょうがい しゃ 

いくせいかい 

ほんにん ほんにんかつどう かいいんすう めい 

おこな りく じょう きょう ぎ 

かい 

かい 

ちゅう しん 

おど め　　ん　　ば　　ー 

ひで  よ つかもと いぬい き く よ いけ じゅん や ひろ  み あや 

かど みつのり ゆ   だ ひとし 

たか  ぎ あきみつ まき  の まこと ま  ざき りょう つじ  い じゅん まつさか ひろ  し にしうらまさのり おくもと ひろ  し 

つ   の とも  み よし  だ ゆう  き ます ひろ  し 

なか  お あきのぶ よね  だ けんすけ よしかわようぞう おかざきたかひこ にしやまのぼる はしもと ひろ  し 

やす  こ ありおか えのもと か  おり ひろ せ ゆ　り いまむら ひらやま み　よ　こ いましろ み　ど　り 

はか 
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テーマ　　　　　　　　　　「みんなでつくろう・みんなであそぼう」 

　　　　　　　　　　　　　　こんなんつくってみました。 

　　　　　　　　　　　　　『アート』と『ミュージック』のコラボレーション 

　　　　　　　　　　　　　　近畿のなかまとともに！！ 

 

アート指導　　　　　　　　奈良東養護学校 

　　　　　　　　　　　　　　教諭　田中秀治 

　　　　　　　　　　　　　　　　森本好美・水野祐子・森千佐子・ 

　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木幸充 

　　　　　　　　　　　　　奈良養護学校 

　　　　　　　　　　　　　　教諭　京田保敏 

 

ボランティア全体指導　　　奈良県特別支援教育研究会 

 

ボランティアリーダー　　　奈良市特別支援学級担任者会 

 

マンツーマンボランティア　奈良県知的障害者施設協会加盟施設職員 

　　　　　　　　　　　　　奈良県障害者スポーツボランティア 

　　　　　　　　　　　　　白鳳女子短期大学　学生ボランティア 

　　　　　　　　　　　　　畿央大学　学生ボランティア 

　　　　　　　　　　　　　奈良佐保短期大学　学生ボランティア 

　　　　　　　　　　　　　青丹学園　学生ボランティア 

　　　　　　　　　　　　　大阪芸術大学　学生ボランティア 

　　　　　　　　　　　　　帝塚山大学　学生ボランティア 

　　　　　　　　　　　　　奈良県福祉作業所小規模通所授産施設職員 

　　　　　　　　　　　　　他有志の方々 

デイケア 

本　人　大　会　（2）　　　　 デイケア 

し どう 

ぜんたい し どう 

きん き 

な ら ひがし よう ご がっこう 

な ら よう ご がっこう 

な ら けん とくべつ し えん かい きょう きゅう いくけん 

な ら けん とくべつ し えん がっ きゅう たんにんしゃかい 

な ら けん ち てき しょう がい かい か めい しゃ きょう し せつ し せつ いん しょく 

な ら けん しょう がい しゃ 

な ら けん ふく さ し ぎょう じょさん し せつ しょく いん しょ つうしょ しょう き ぼ 

きょう ゆ た なか しゅう じ 

きょう ゆ きょう だ やす とし 

もり もと よし み みず の ゆう こ もり ち さ こ 

さ さ き ゆき みつ 

はくほう じょ し たん き だいがく がくせい 

だいがく き おう がくせい 

たん き だいがく な ら さ ほ がくせい 

せいたんがくえん がくせい 

おおさか げい だいがく じゅつ がくせい 

だいがく て づかやま がくせい 

ほか ゆう し かたがた 

ほん にん たい かい 
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大　会　決　議　（案） 

　私たちは本日、「第46回近畿知的障害者福祉大会（併催：第37回奈良県手をつなぐ育成会

研究大会奈良市大会）」の名のもとに、近畿ブロック発―障害者自立支援法の充実は私たち

の手で！―を基本テーマとし、多くの関係機関のご支援ご協力をいただき、そして近畿各府

県より多くの友が、ここ古都奈良に集い、実り多い大会を開催することができました。 

　平成18年4月に施行された「障害者自立支援法」、10月より本格実施されて1年が経過しよ

うとしています。障害のある人が、その人に合った支援サービスを利用しながら自立を目指

し、地域で安心して暮らす、との理念に基づきスタートした「障害者自立支援法」でした。

しかし激変につぐ激変のこの1年、この法が真に当事者の立場に立って熟慮され制定された

のであるのか、私たちは疑念を抱かざるを得ませんでした。 

　真に理念にかなった法であるために、私たち手をつなぐ育成会は情報を共有しながら、障

害者本人にとってそれぞれの具体的な政策提言を積極的に行っていくことが、今後の活動と

考えます。 

　そのために地域育成会から近畿育成会へ、そして全日本育成会へのネットワークを最大限

発揮しなければなりません。 

　大会主題に沿って障害者・児の～『学ぶ』・『働く』・『生きる』・『暮らす』・『楽し

む』を支える～に基づき次の事項が速やかに実現されるよう決議いたします。 

はっ き 

けんきゅう きん き はつ しょうがいしゃ じ りつ し えん ほう わたし じゅうじつ たいかい たいかい な　ら　し な 

きん き かく  ふ し えん きょうりょく て き ほん おお かんけい き かん 

けん たいかい かいさい な　ら つど みの こ　と おお おお とも 

げきへん げきへん ねん ほう しん たち ば た じゅく りょ せいてい とう じ しゃ 

しょうがいしゃ じ りつ し えん ほう へいせい ねん ねん けい か がつ がつ ほんかく じっし し こう 

しょうがい じ りつ め　ざ し えん り　よう ひと ひと あ 

ち いき しょうがいしゃ じ りつ し えん ほう あんしん く り ねん もと 

わたし いだ え ぎ ねん 

いくせいかい じょうほう きょうゆう しょう わたし て ほう しん り ねん 

がいしゃ ほんにん ぐ たいてき せいさく ていげん せっきょくてき おこな こん ご かつどう 

かんが 

いくせいかい いくせいかい いくせいかい さいだいげん きん き ち いき ぜん に ほん 

しょうがいしゃ じ い まな はたら たいかい く たの しゅ だい そ 

もと つぎ じ  こう すみ じつげん けつ ぎ ささ 

だい かい だい かい けん て いくせいかい な　ら きん き ち てき しょうがいしゃ ふく し たいかい へいさい わたし ほんじつ 

たい かい けつ ぎ あん 
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第46回　近畿知的障害者福祉大会   　　　　 

（併催　第37回奈良県手をつなぐ育成会研究大会奈良市大会） 

記 

一、障害者本人が自ら働くことによって夢のある人生を送れるような、就

労支援と所得保障の充実が図られること。 

一、障害者本人それぞれが、地域間格差のない個別支援計画に基づいた適

切な支援が受けられるよう相談支援事業の整備・充実が図られること。 

一、障害者本人にとって、今後予想される介護保険との統合の是非につい

ては、徹底的に検討協議されること。 

一、障害者本人誰もが安心して医療が受けられるよう、障害者医療体制の

整備・充実が図られること。 

一、障害児本人が、学齢期における生活全般から見た、特別支援教育の適

切な整備充実が図られること。 

一、国連で採択された「障害のある人の権利に関する条約」（略称：障害

者権利条約）の批准と国内法令の早期整備が図られること。 

以上決議するとともに、育成会に入っていて良かったとの思いを大切にし、そ

れを若い世代につないでいくことと、本人活動がさらに、楽しく、たくましく、

自立していくことを目指します。 

平成19年9月9日 

しょうがい しょうがい ひと けん  り かん じょうやく りゃくしょう こくれん さいたく 

しょうがい しゃ ほんにん こん  ご よ  そう かい ご ほ けん とうごう ぜ    ひ 

てってい きょう  ぎ てき けんとう 

しょうがい しゃ しょうがい しゃ ほんにん だれ い  りょう い  りょう たいせい あんしん う 

はか じゅうじつ せい び 

けん り しゃ じょうやく はか ひ  じゅん こくないほうれい そう  き せい  び 

しょうがい  じ ほんにん がくれい  き せいかつ ぜんぱん み し えん きょういく てき とくべつ 

じつ はか じゅう せつ せい  び 

じゅうじつ はか そうだん う し えん じ  ぎょう せい  び し  えん せつ 

しょうがい しゃ ほんにん ち  いき かん かく  さ こ べつ てき し えん けいかく もと 

しょうがい しゃ ほんにん みずか はたら ゆめ じんせい おく しゅう 

ろう し えん しょ じゅうじつ はか とく ほ  しょう 

き 

へいせい ねん がつ にち 

い じょう けつ ぎ いくせいかい はい よ おも たいせつ 

め 　ざ じ  りつ 

わか せ ほんにん かつどう たの だい 

へいさい だい かい て な　ら　し たいかい たいかい けんきゅう いくせいかい けん な　ら 

だい かい たいかい ふく し しょうがいしゃ ち てき きん き 
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本人大会決議（案） 

１．私たちに関わることは、行政や家族、支援者は勝手に決めないで私たちをまじえて決め

てください。 

２．私たちが安心して働ける場所をふやしてください。 

３．私たちに公営住宅をもっと利用させてください。家賃が高い場合は、家賃助成制度を充

実してください。 

４．私たちの立場になって相談を受けてくれる場所を、土日、祝日も含めて作ってください。 

５．療育手帳をカード化して、使いやすくしてください。 

６．障害の重度・軽度及び距離、また住んでいる地域に関わらず、すべての交通機関の運賃

割引を実施してください。 

７．標識やアナウンスはもっとわかりやすく、駅や電車やバスなど、もっと使いやすくして

ください。 

８．療育手帳を持っている人すべてが、障害者基礎年金をもらえるようにしてください。 

９．社会の中で虐待やいじめで、困っている仲間がいます。私たちの権利をまもり　中傷し

たり、妨害や虐待することは絶対にやめてください。 

 

　私たちが希望に向かって進むことができるよう、以上、決議します。 

 

平成19年9月9日 

近畿みんなで集まる会　一同 

わたし 

わたし あんしん はたら ば しょ 

わたし こうえいじゅうたく り よう や ちん や ちん たか ば あい じょせいせい ど じゅう 

じつ 

わたし たち ば そうだん う ば しょ ど にち しゅくじつ ふく つく 

りょういく て ちょう か つか 

しょうがい じゅう ど けい ど およ きょ り す ち いき かか こうつう き かん うんちん 

わりびき じっ し 

ひょうしき えき でんしゃ つか 

りょういく て ちょう も ひと しょうがいしゃ き   そ ねんきん 

しゃかい なか ぎゃくたい こま なか ま わたし けん り ちゅうしょう 

ぼうがい ぎゃくたい ぜったい 

わたし きぼう む すす いじょう けつぎ 

へいせい 

きん き あつ かい いちどう 

ねん がつ にち 

かか ぎょうせい か ぞく し えんしゃ かっ て き き わたし 

ほん　にん　たい　かい　けつ    ぎ あん 



（順不同） 



祝 
奈良県障害者福祉連合協議会 

奈良県心身障害者施設連盟 

奈良県知的障害者施設協会 

奈良県社会就労センター協議会 

社団法人奈良県手をつなぐ育成会 

奈良県肢体不自由児・者父母の会連合会 

奈良県重症心身障害児（者）を守る会 

奈良県精神障害者家族会連合会 

奈良県精神障害者地域生活支援団体協議会 

奈良県障害者協議会 

きょうされん奈良支部 

奈良県障害者の生活と権利をまもる連絡会 
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やすらぎ法律事務所 

弁護士　相　良　博　美 
弁護士　三　村　英　子 
弁護士　北　條　正　崇 

奈良市高天市町11番地　高天飯田ビル6階 
（やすらぎの道、高天の交差点すぐ） 
ＴＥＬ：０７４２－２４－２００３ 
ＦＡＸ：０７４２－２０－２５８８ 

祝 

本店　桜井市桜井281-11　TEL:0744-42-9001

第46回近畿知的
障害者福祉大会

第37回奈良県手をつなぐ育成会研究大会
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大会の宿泊お申込は 

JTB奈良支店まで 
お電話1本で。ご来店不要。通信販売もOK！ 

JTB西日本奈良支店営業課 
T E L：0 7 4 2－2 3－2 5 2 1 
F A X：0 7 4 2－2 6－2 5 2 1 

平日　9：3 0～1 7：3 0　土日祝休み 

JTB西日本奈良支店電話予約センター 
TEL：0742－23－2525 

平日・土曜10：00～19：00　日曜・祝日10：00～18：00 
（12／30～1／3・5／3～5／5は、お休み） 
契約駐車場　1時間無料券差し上げます 

（金子モータープール・登喜モータープール・芝駐車場） 
ホームページ：www.jtb.co.jp/shop/nara/

お申込、お問合せは 

奈
良
公
園
→ 

↑
京
都 

N

関西 
アーバン 
銀行 

近鉄奈良駅 タクシー 
のりば 高

天
ビ
ル 

牛
角 

三菱東京 
UFJ銀行 

金子 
モーター 
プール 

交番 

登喜 
モーター 
プール 

若草 
書店 

芝
駐
車
場 

JTB奈良支店 
北川ビル内 

ISO14001:2004 認証取得
ISO9001  :2000 認証取得 

〒577-0013 東大阪市長田中4-6-47
Tel.06-4309-3450 Fax.06-4309-3460
E-mail:morisitah@star.tombow.co.jp
URL:http://tombow.com

株式会社 トンボ鉛筆 

いつも知的冒険心 
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応援しますあなたのくらし 

理事長　鈴　木　幸　兵 

本店／磯城郡田原本町132の10　蕁0744-33-3311豎 

すべての人に愛と感動をお届けするために 
真心を込めてプロデュース！！ 

年間1500ヶ所以上の上映会、公演、イベントなどを実施する、 
信頼と実績のプロフェッショナル集団。 

本社／大阪市浪速区元町1丁目3番19号 
TEL 06-6641-3822　FAX 06-6641-6561 
URL http://www.central-eiden.com

営業所／奈良県天理市備前町263番地 
TEL 0743-66-0023

セントラル映電株式会社 
セントラルプロモーション 

講演 

芸能・演芸 

映画 

演劇 

イベント企画制作 

Planning　＋ ＋　Management
Soft 
Hard 
Tool

コンサート 
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ホームページ 
アドレス http://www.shaddy.gr.jp/65090-000/

シャディギフト 

薔0120-222-689
TEL.0744-28-5035  FAX.0744-28-5036

〒634-0045　 
　奈良県橿原市石川町412-1 
営業時間／ 
　AM9：00～PM7：00 
年中無休 
メールアドレス／ 
　65090-000@shaddy.ne.jp

至
八
木 

大
和
信
用
金
庫 東

出
口 

至
吉
野 

至八木 

至吉野 

うねび 
デパート 

ファミリー 
　マート 

畝傍中学校 

至明日香 

剣ヶ池 新店舗 

橿
原
神
宮
前
駅 

外科・内科・整形外科・リハビリテーション科 

〒639-0236 
奈良県香芝市磯壁4丁目162の1 
電話（0745）76－7678番 

医療法人　枡 岡 診 療 所 

記　念　館 

ギャラリー 

心の器・夢永清心　展示 
〒639-0236 
奈良県香芝市磯壁2丁目1063-10 
電話（0745）76-0110

田中邦夫 
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万能和食の素　5倍濃縮 徳用　ふわっと　低塩 8%

1,480円 

煮物等、料理に最適！！ 
ご進物にもどうぞ。 

紀州指定地域農園にて、 
栽培した南高梅を使用。 1褄 900円 500裼 

株式会社 
〒564－0011  大阪府吹田市岸部南3丁目14－9 
電話（06）6381－0791豎  FAX（06）6382－2734

KAKA 橿原オートメ 
制御部品、電子部品、電設資材部品、配線材料部品、 
空圧部品の卸業及び部品の加工業 

〒634－0823 
奈良県橿原市北妙法寺町578 TEL 0744-21-2556　FAX 0744-21-2557

中空成型製品製造販売 

代 表 者　森 本 忠 信 
〒634－0845　奈良県橿原市中曽司町341－2
TEL. 0744-22-4574　FAX. 0744-25-5110

森本プラスチック工業所 

本藍染め体験教室 
予約受付中！ 

奈良県大和郡山市北郡山町244 

TEL 0743（52）2328　FAX （052）3928 
http://www3.kcn.ne.jp/～watagen/
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大会賛助市町村手をつなぐ育成会 

奈 良 市 手 を つ な ぐ 親 の 会  

天 理 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

大 和 郡 山 市 手をつなぐ 育 成 会  

生 駒 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

生駒郡（三郷町・斑鳩町・平群町・安堵町） 
手 を つ な ぐ 育 成 会  

磯 城 郡（ 田 原 本 町・川 西 町 ） 
手 を つ な ぐ 育 成 会  

桜 井 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

宇 陀 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  



橿 原 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

大 和 高 田 市 手をつなぐ 育 成 会  

香 芝 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

北葛城郡（上牧町・王寺町・広陵町・河合町） 
手 を つ な ぐ 育 成 会  

葛 城 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

御 所 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

五 條 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

 

高市郡 

吉野郡（大淀町、吉野町、下市町、川上村、
東吉野村、黒滝村、上北山村） 

手 を つ な ぐ 育 成 会  
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（ ） 高 取町手をつなぐ育成会  
奈良県手をつなぐ育成会明日香 



〒６３４-００６１　奈良県橿原市大久保町 ３２０－１１ 

奈 良 県 社 会 福 祉 総 合 セ ン タ ー 内  
Ｔ Ｅ Ｌ（０７４４）２９－ ０ １ ５ ０  

（０７４４）２９－ ０ １ ８ ６  
Ｆ Ａ Ｘ（０７４４）２９－ ０ １ ５ １  
E－mail :n－ikuseikai@blue.ocn.ne.jp

事　務　局 

所　在　地 

奈良県手をつなぐ育成会 社団 
法人 



社会福祉法人　奈良県手をつなぐ育成会 

「たかとりワークス」 

藤永真衣さん作品より 

しゃかい 

ふじなが ま い さくひん 

ふく し ほうじん な ら けん て いくせいかい 


